
ＩＣＴ－ワーキンググループ（第７回） 
 

１．日 時 平成２７年１月１９日（月）１３：００～１５：３０ 

 

２．場 所 中央合同庁舎４号館１１階共用第１特別会議室 

 

３．出席者：（敬称略） 

（構成員） 相田 仁（座長）、新井 紀子、石川 正俊、江崎 浩、佐々木 繁、 

      島田 啓一郎、土井 美和子、西 直樹、西村 正、丹羽 邦彦、 

      松澤 昭、水落 隆司、村瀬 淳、渡辺 久恒 

（議 員） 久間 和生 総合科学技術・イノベーション会議議員 

      原山 優子 総合科学技術・イノベーション会議議員 

（関係機関）三角 育生 参事官（内閣サイバーセキュリティセンター）、荻原 直彦 室長

（総務省 研究推進室）、田村 秀夫 課長（代 野口 宏一）（国土交通省 

技術調査課）、中島 秀敏（国土地理院） 

（事務局） 山岸 秀之 内閣府 官房審議官、中西 宏典 内閣府 官房審議官、 

      中川 健朗 内閣府 官房審議官、田中 宏 内閣府 参事官 

 

４．議 事 

（１）ＩＣＴ－ＷＧ運営規則について 

（２）政策課題解決に向けたシステム化検討について 

（３）Ｈ２６年度及びＨ２７年度アクションプラン特定施策のレビューについて 

（４）その他 

 
５．配布資料 

 資料１  ：ＩＣＴ－ＷＧ運営規則（案） 

 資料２－１：（１）社会経済活動へ貢献するための知の創造 

 資料２－２：（２）個々人が社会活動へ参画するための周囲の環境からの支援 

 資料２－３：（３）新たな価値を提供するためのより高度な基盤・ネットワーク 

 資料２－４：各戦略協議会・ＷＧからのＩＣＴへの期待 

 資料２－５：情報セキュリティ研究開発戦略（改定版）について 

 資料３－１：レビュー対象ＡＰについて 

 資料３－２：「言葉や文化の壁」を超えるための多言語音声翻訳技術の研究開発及び社会実 

       証 

 資料３－３：地理空間情報の利活用 

 

参考資料１：第６回ＩＣＴ－ＷＧ議事録（案） 

参考資料２：戦略協議会の設置について 

参考資料３：次世代インフラ戦略協議会運営規則 

参考資料４：エネルギー戦略協議会運営規則 

参考資料５：システム化検討に向けた構成員への依頼 

参考資料６：ＩＣＴ－ＷＧから各戦略協議会・ＷＧへの依頼 

 

 

参考資料１ 
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６．議事 
 
【相田座長】 

 それでは、第７回のＩＣＴ－ワーキンググループを開催させていただきます。 

 それではまず、出席者及び資料の確認を事務局からお願いいたします。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 本日は、構成員総数15名のうち、14名の出席となっております。 

 また、本日より、関係府省の課室長の皆様にも出席をいただいているところでございます。 

 次に、配布資料の確認をさせていただきます。 

 資料一覧は議事次第裏にございますとおり、本日の議事次第、構成員名簿、座席表のほか、

資料１、資料２は２－１から２－５まで、それから資料３－１から３－３までございます。そ

のほか参考資料としまして、参考資料１から６までを用意してございます。また、机上に綴じ

た紙ファイルを置かせていただいておりますけれども、総合戦略及びアクションプランの特定

結果及び個票を綴じたファイルとなってございます。これは適宜、議論の途中でご参考いただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

 

【相田座長】 

 その他、資料の最後に資料番号のない１枚紙がございます。 

 資料の過不足等ございませんでしょうか。 

 まず、議題１といたしまして、ＩＣＴワーキンググループ運営規則についてから始めたいと

思いますので、事務局から説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 それでは、資料１とその裏についております別紙を用いて説明をさせていただきます。 

 資料１、ＩＣＴワーキンググループ運営規則（案）ということでお示しさせていております。

本来であれば、前回のワーキングでこちらをお出しすべきであったのですが、ＩＣＴワーキン

グの上位会議になります次世代インフラ戦略協議会が前回のＩＣＴワーキング後の開催となっ

ておりましたので、順序が入れ違いになったこと、大変申しわけございません。 

 この運営規則（案）ですが、昨年度運用しておりました運営規則から１カ所だけ変わってお

ります。 

 第５条の（１）になります。次世代インフラ・復興再生戦略協議会というのが昨年度の上位

会議体だったんですが、今年度、次世代インフラ戦略協議会ということで名前が変わっており

ますので、そちらに変えさせていただいております。 

 続きまして、別紙になります。 

 別紙がＩＣＴワーキンググループで総合戦略2014に書かれております、どこの課題の部分を

どこが担当するかというところをお示ししたものでございます。 

 ＩＣＴワーキングは下のほう、分野横断技術ＩＣＴ（１）から（３）までのところを中心に

議論をさせていただくことになりますが、エネルギーの（４）ですとか、次世代インフラの

（２）、（３）等アクションプランの連携施策の関係で複数の戦略協議会にまたがって特定し

ているものもございます。そういったところもあせて扱わせていただきたいというふうに考え

ている次第です。 

 説明は以上になります。 
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【相田座長】 

 戦略協議会のほうの名前の変更に伴うという基本的に形式的な変更かと思いますけれども、

何かご質問、ご指摘事項ございますか。 

 よろしゅうございますか。 

 それでは、ＩＣＴワーキンググループ運営規則、資料１の内容ということで進めさせていた

だければと思います。 

 では、続きまして議題２に移ります。 

 議題２は政策課題解決に向けたシステム化検討ということで、前回のワーキンググループで

はＩＣＴが政策課題それぞれを解決するためにどのようなシステムを実現するのか、これまで

のような要素技術のみの検討ではなく、真に実現すべきシステム全体の検討を産業競争力強化

につながるシナリオづくりとともに進めることが必要という議論がなされました。 

 この議論を受けまして、事務局より参考資料５に示す検討依頼を委員の皆様方に出していた

だきまして、担当構成員の皆様にそれぞれの分野においてどのようなシステムを実現すべきか

の検討を行っていただきました。本日は、その検討結果を各リーダー構成員より報告いただき

ます。 

 それから、参考資料６のように各戦略協議会・ワーキンググループに対してもそれぞれの視

点でどういう課題をどのようなシステムで解決していくかについて、検討依頼をお送りいたし

まして多数の意見をいただいたところですので、その結果につきましても事務局より報告いた

だく。さらに、情報提供といたしまして、昨年度のＩＣＴワーキング取りまとめ以降に生じた

政府における環境変化のうち、ＩＣＴワーキンググループに関係が深いものといたしまして、

セキュリティロボットに関連するものというのを今回と次回のワーキンググループに分けて紹

介させていただくということで、今回は内閣府サイバーセキュリティセンターが策定した情報

セキュリティ研究開発戦略改訂版の内容とその進め方を内閣サイバーセキュリティセンターよ

り紹介いただくという内容でございます。 

 それではまず、各分野での検討課題をリーダー構成員より説明いただきたいと思います。 

 まず初めは、（１）社会経済活動へ後見するための知の創造ということで、佐々木構成員よ

り15分程度で説明をお願いいたします。 

 

【佐々木構成員】 

 佐々木です。それでは、資料２－１に基づいて、担当グループ（１）社会経済活動へ貢献す

るための知の創造、という内容について説明させていただきます。 

 メンバーとしては、相田先生、江崎先生、川人先生、村瀬先生、そして私というメンバーで

ございます。 

 まず、ページをめくっていただきまして、最初の検討依頼に対する認識というところでござ

いますが、もともとの出発点というのは平成27年のアクションプランとして誘導できなかった

政策課題解決における原因と、平成28年の連携施策の検討につなげることというのが目的だっ

たかと思います。そして、そのＰＤＣＡを回しながら、政策をブラッシュアップしていくこと

だったと思います。 

 今回の検討依頼というのは、誘導できなかった平成27年度のアクションプランに対する課題

と対応についてどのような課題をどのようなシステムで解決していけばいいのか、さらには産

業競争力を高めるシナリオ、あとシステムを完成させるために必要なコアとなる技術と到達目

標に関して示すことということだったと思います。 

 これらを踏まえて、実際に具体的な技術とかシステムの例を検討しますと、意外に、目的で

はなくて手段のところにフォーカスしてしまい、結果、目的を見失う可能性がありますので、
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今回もう一度目的とプロセス、そして、それから生まれてくる課題の例ということでモデルを

３つほど例示させていただいて、説明させていただきます。 

 この中で左下のところですが、まず政策課題はエネルギー、健康長寿、次世代インフラ復興

再生、地域資源とございます。その中で今回の検討グループの話題が社会経済活動へ貢献する

ための知の創造ということで、左下のところから箱で囲まれた、脳情報処理技術、情報セキュ

リティ技術、高度ネットワーク技術、ビッグデータ解析技術ということで政策課題のほうに矢

印が向いていたんですけれども、前回の議論もそうなんですが、上の政策課題から「ありたい

姿の落とし込みと、その実現のために求められる社会システム」とあります。しかしながら、

システムというのが２種類あると思います。一つが社会システムというシステム、もう一つは

それを実現するためのＩＣＴシステムということだろうと思います。改めて左下のところでは、

その実現に向けたＩＣＴシステムと、必要あるべき姿を社会システムというような考え方で、

システムを２つ再定義させていただいています。 

 これに基づきまして、次のページでございますが、2014年、昨年３月のワークショップで提

示させていただいた内容をもう一回再掲しております。上のほうが「ありたい姿」ということ

で、安全とか防災、医療・健康、農業等々ございます。これに対して一つの制約条件として、

あくまでも目標ではない手段だと思いますけれども、一つの制約条件として東京オリンピッ

ク・パラリンピック2020というのが挙げられたかと思います。 

 この中で、ありたい姿からバックキャストしてみますと、そのことというのが、例えば自国

にいる安心感・開放感等見守りの話をどうするか、大都市東京で混雑に遭わずに快適に移動し

たいというモビリティの問題、文化・風習に応じた食の安全とか美しい食の提供をどうするか、

入国時に１回の登録だけで、生体情報だと思いますけれども、こういう滞在中のあらゆるサー

ビスが最適に提供できるにはどうしたらいいか、そういうふうな実行をしたいなということが

出てくる。それで初めてそれを要求スペックとしてマイルストーンを組み合わせていくと、下

のようなネットワークだ、情報システムのセキュリティだということで、必要な技術と必要な

目標スペックが出てくるかと思います。 

 このような考え方でやれば、下からボトムアップで上げてきて、一体つくったものが何に使

われるんですか、使える社会システムに実際に実証実験できるんですか、ということが解決で

きるかなと思います。ですから、一つは、ボトムアップのテクノロジーで上げていく、もう一

つは、ありたい姿から目標スペックを決めていく、こういうことだったろうと思います。もう

一度、理解の上で再掲しております。 

 それをもう少しまとめたのが次の４ページ目のものです。これもご参考です。昨年３月のワ

ークショップで提示させていただいたものです。 

 社会実装に向けて必要なこと。今申し上げましたとおりありたい姿、具体的なこと、ここが

社会システムだと思います。これに対して、現在の左側の技術をどうやってありたい姿に近づ

けるか、それによって社会システムをするためには現在の技術の目標スペックを変えなければ

いけない話になります。もう一つは右側で、見えていない技術をどうやって実現するかという

ことがあると思います。もう一つは、ありたい姿を実際に妥当な場の設定をして、実証して実

社会との写像したフィールドでの実証実験を研究する必要があると思います。それが下です。

ここがＩＣＴのシステム化の課題だと思います。 

 ここら辺の関係図を押さえた上で開発技術を進めていくことによって、やったものが社会受

容性の満足するようなシステムに近づけるんじゃないかな、こういうふうな考え方をしましょ

う、ということを提案させていただきました。 

 これに対して次のページ、そうはいっても、では具体的にどういうふうな提案ができるんだ

ろうということで整理させていただいたのが、５ページ目でございます。 
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 上に左から右に時間軸でセットしてあります。モデル案の（１）です。 

 これは昨年の例で言いますと、右側のありたい姿のところにプロットしてあるⅢ．３．

（３）環境にやさしく快適なサービスの実現というのがありました。では、これというのは具

体的に何だろうということで、仮に介護（在宅医療）のパーソナライズ化による質的向上とい

うのを挙げさせてもらうと、目標というのがいろいろ描けるかと思います。 

 例えば現在の介護離職者が10万人いるわけですけれども、これを半減するという具体的な目

標を掲げたとすると、要支援・要介護者向けのサポートサービスの充実をどうしたらいいか、

しっかりしていきたい。あと重症化の予防、できるだけ自立できるようなことをしたいという

ような目標は掲げられるわけですけれども、ではそれを実際に実現したらば、産業競争力のた

めの社会のインパクトはどうあるか。これをやることによって新サービス事業の創造、2025年

ですけれども、介護産業が15.2兆円、これはみずほコーポ銀行産業調査部のデータでございま

す。それから、社会保障費の抑制、現役世代の活力維持。ノウハウの海外展開、高齢化を進む

東アジアを中心に考えられると思いますけれども、こういったことを描いてみると、一番左側

です。ここが平成27年アクションプランに未誘導だった部分で、それをピックアップしてきて

います。 

 情報セキュリティ、ビッグデータ解析、脳情報処理というのを見てみますと、９番の情報処

理とか、５番の確実な本人認証、４番の忘却機能の設定とか、ここら辺がアクションプランで

誘導できなかったものなんですが、どうしてもこれを見ると非常に重要そうなものなんですが、

多分各省庁の分断ではこれができにくかったのかなというふうに思います。 

 実際、このコア技術を使って右側の社会システムを実現するためにはどうしたらいいかとい

うのを真ん中のところに描いてみました。ここは下のところに書いてありますけれども、具体

的な研究開発する技術及び制度等で社会システムとともに各省庁連携で今後組み立てていくべ

きシステム化の部分だと思っています。 

 とくに、個々の要素技術の部分を実証研究フェーズのところで取り上げていくと、同意取得

の話とか、個人番号の利用とか、自動消去の機能をどうするんだ、ＩＣＴシステムのデータの

トレーサビリティの課題が十分ではないとか、機械学習がまだ不十分である。あと、脳情報処

理をするための認知症の脳トレの話ですとか、あとレギュレーションの問題を解決しながら、

真ん中よりやや右側のところにあるありたい姿実現のためのシステム、法整備の話の見直しな

んかも必要だと思いますけれども、こういったトータルの技術と社会システムをＩＣＴシステ

ムでどう実現するかというモデルを検討する土台ができるかと思います。 

 ですから、昨年の８月にアセスメントにちょっと参加させていただきまして、どうもまだ各

省庁でいろいろ技術と課題を描いているようですが、よく議論できていなかったんではないか

な、もう少し前もって議論したらいいんではないかなというのは、例えばこのモデル案（１）

で言うようなプロセスを用いて各省庁で技術開発の仕組みとか法制度の仕組みとか、ありたい

姿を実現していって、目標とするアクションプランを設定することが寛容かなということで提

示させていただきました。 

 ２つ目でございますが、６ページ目です。連携施策検討のモデル案ということで、これも仮

に時間軸としては2020年までのありたい姿ということで、これまであったものを例示させてい

ただいています。 

 これは多分短期的な時間軸のマイルストーンの設計と、あとは中長期のもっと長いレンジで

のセキュリティという考え方が必要かと思います。 

 ここでは、一番左に現在進行中の情報セキュリティの話題をちょっとプロットしてみました。

これはサイバー攻撃の解析・検知に関する研究開発とかマルウエア感染の早期検知技術の研究

開発、あと情報セキュリティ設定導出に関する研究開発（ネットワーク）等が今動いているわ
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けですけれども、ありたい姿をもう少し見てみますと、例えば赤字の部分、総合戦略2014から

引っ張ってきますと、重要社会のインフラの安定稼働というものがあります。これに関しては、

Ⅰ．３．（６）需要側におけるエネルギー利用技術の高度化という高度化の流れになります。

もう一つが、多様なエネルギーの利用を促進するネットワークシステムの構築というのもあり

ます。あと３．（１）エネルギー利用技術の高度化及び多様なエネルギー利用を促進するネッ

トワーク、あと高度な交通システム、（２）市場と富を拡大する農林水産物の生産・加工、流

通システムの高度化というのが先ほどの一覧表の中でも表れていると思います。 

 こうしたものを重要社会のインフラ安定稼働ということでありたい姿を見てみますと、でき

る限り制御系システムの安全確保をしてやらないと、社会システムが365日安心して24時間ダ

ウンしないで稼働できるようなＩＣＴシステム、社会システムを実現できないですよねという

ことが挙げられます。 

 そうすると、もしこれを実行していくと、産業競争力へのインパクトということで言うと、

やはり重要社会インフラのダウンというリスクを防ぐようなことが必須であるということがあ

りたい姿として描けると思います。 

 そのときに、ＩＣＴシステムとしての個々の技術は何かということで、真ん中辺にちょっと

プロットしてありますけれども、見えていない技術はないかというこの議論はできると思いま

す。これはシステムアセスメントの考え方もあるでしょうし、あとはＩＣＴをオペレーション

する人の心理状況とか教育の問題等もあるかと思います。 

 セキュリティというのは安心・安全・利便性と裏腹のものですが、例えばそこで具体的な研

究開発する技術・制度等をもう少し議論してみてはどうだろうと。やっているのかもしれませ

ん。ただ、もし仮に具体的な例として、こういった社会インフラが乗っ取られたとしたならば

結構な経済インパクトがあるということが挙げられます。 

 右下のところにありますように、海外におけるＩＴ障害の影響及び対応策に関する事例調査

で言いますと、米国で大規模な停電の影響ということで60億ドルのリスクがあると。こういう

ふうな経済とのＩＣＴのかかわりというのをきちんと押さえないといけないというのが出てく

ると思います。 

 もう一つ、これはＮＴＴの先端技術総合研究所の村瀬さんとの議論でモデル（３）というの

を描かせていただきました。 

 これは現在、左側のコア技術群としては、高度ネットワークとかセンシングデバイス、ビッ

グデータ解析、バーチャルコミュニケーション等々ございます。あと、これを短期間でのモデ

ルというのもあるんですが、やはり社会システムを考える上でもう少しレンジが長いだろうと

いうことで、仮に今2030年代のつもりでこういうふうなものを描いてみました。 

 ありたい姿としては、競創的なコンパクトシティの構築、効率性を追求したスマートシテ

ィ・コンパクトシティの構築ということで、世界との競争に勝ち残るために特定産業に特化し

て考えてみてはどうか。各都市がグローバルに協業・補完しながらエコシステムを形成したい、

こういうことが描けると思います。 

 もう一段階それを実現するための下のＩＣＴシステムとしては、最大限に活用するために個

のエンパワーメントというのが挙げられると思います。これはどのくらい自動化できますか、

半自動のレベルでも可能な限り自動化に追求してみたい、遠隔作業も追求してみたい、そうす

ると、目標としては遠隔の手術・オペレーションの話とか、遠隔の自動農業、農作業とか、自

動走行といったものがいろいろあるかと思います。手段としてはビッグデータとかセンサーと

かＩＣＴシステムのネットワークとかいろいろあると思いますが、もし実現するとするならば、

産業競争力のインパクトというのはどのくらいありますか、というのもいろいろなデータが調

査されたのが整理されています。 
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 こういうのを見てみますと、真ん中の部分ですが、具体的な研究開発に関する技術制度等に

照らし合わせてみますと、左側にあるのが、点線の楕円で囲んだ部分が現在皆さん走っている

ような技術開発のカテゴリーです。一方では、実際社会システムとしてコンパクトシティを提

案するということであれば、仮に特区、実証実験の場と実際に運用していくような特区という

イメージを描いてみますと、医療都市というコンパクトなシティもあるだろうし、農業都市と

いうコンパクトシティもある。あと自動運転を前提とした都市もあると思いますが、こういっ

た都市の特区を描いてみると、各技術が遠隔医療・手術だと距離もあるだろうし、遅延の問題

もあるだろうし、ネットワークの話もあるだろうし、車インフラをどうするのとか、個人の認

証をどうしていったらいいんだろうとか、いろいろな具体的な課題が出てきます。ここのとこ

ろを左側の楕円の点線と照らし合わせてつないでみますと、目標とする目的のスペックが変わ

ってくるはずです。これを組み合わせていくことによって、ありたい姿を実現する実証研究の

場を通じて特区を実現していく、こういうふうなアプローチもあるかと思います。 

 今回は具体的な手段に走るよりは、目的と考え方を押さえて取り組んだらいいんじゃないか

な。むしろ私よりも各省庁さんのほうがいろいろな課題と社会実現の方策を持っていると思い

ますので、こういったところの各省庁連携をして新しいアクションプランを構築してみたらど

うだろうということで検討結果としてまとめさせていただいています。 

 最後のページ、８ページ目は、今回まとめた資料に関してもう一度文字の形で設定した内容

を突き合わせのために付記させていただいております。ここは読み上げるだけになりますので、

省略させていただきます。 

 以上、説明を終わります。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。それでは、ご提案いただいた内容について10分程度議論させてい

ただきたいと思います。要素技術の視点ではなく、実現すべきシステム全体が描かれた上で現

実に社会実装されるための仕組みや産業競争力強化につながるシナリオが具体的に描けている

かの視点からご意見をお願いしたいということでございます。 

 ご出席の課室長様におかれましても、各府省さんでの取り組みとの関連性や今後の発展性な

どを含め積極的なコメントをお願いしたいと思います。では、いかがでございましょうか。 

 では、私から。私もメンバーに加わっているところで大変あれなんですけれども、真ん中の

ところの絵を誰が描いたらいいのかというところがやはりちょっと私も気になったところで、

最後にちょっとおっしゃったように、各府省さんに事前にご相談いただく機会を設ければそれ

でお任せして描いていただけるようなものなのか、それとも逆に我々メンバー５人でまず絵を

描いて府省さんに渡さなければいけないのか、そこら辺のイメージというのはいかがでござい

ましょう。 

 

【佐々木構成員】 

 特に具体的な担当まではイメージが描けていないんですけれども、多分ありたい姿を先導す

るような省庁がここの真ん中を責任持ってリードする場合もあるかと思います。 

 例えば国交省さんで災害をいろいろやりたい、しっかりケアしていきたいということである

と、国交省さんの描くありたい姿というのが右側のところにあるとすると、左側の技術とか、

今での経験知を持っているのが経産省さんだったり、総務省さんだったり、文科省さんだった

りすると思いますので、そういった実証実験の最後に社会受容性を見ていくようなところが一

番真ん中を取りまとめるような役としてはいいのではないかなと個人的に思います。 

 そこの中で多分、国交省さんから見えていないこれまである技術は何、ない技術は何という
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のは、多分専門の省庁さんに協力していただいて議論していけば、社会システムとＩＣＴシス

テムの融合ができやすいんではないかな、そういうふうに思います。 

 以上です。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。 

 

【土井構成員】 

 こういう仕組み、非常に重要であると思っております。それで２点ほどなんですが、１つは

やはり今、例えば４ページなどに示していただいているように技術というところも非常に重要

なんですが、社会システムとしてのところで結構レギュレーションが実際に世の中に出ていく

のを阻んでいるというところがたくさんあると思います。 

 今後は、ビッグデータということでやろうとしたときに、個人情報が本当にそれで大丈夫な

のかとか、そういうことを考えると、大企業はえてしてそういうところにたたかれるのが怖く

て、リスクが怖くて出ていけないというところになるので、ビッグデータも含めて実際にリス

クがありそうなところをどうやってスムーズに法制度を変えていくとか、あるいはそれはちゃ

んとモニタリングして罰すべきものは罰するという形にしていくかというところ、その本当の

社会受容性も培っていかないといけない。 

 そういう意味でいうと、今までのここで評価しているものというのは、やはりどちらかとい

うと技術者主体、研究者主体という形になっていて、技術を立ち上げるところはやるんだけれ

ども、社会で受け入れるためにどうするか。それは実証実験をやるんですが、実証実験は実証

実験ねという形で終わってしまうんですね。そこのつなぎを、もちろんビジネスとしてつなげ

る民間企業の役割でもあるんですが、民間企業はさっき申し上げたようにリスクが怖くてそこ

に手を出せないという話もあって、ニワトリと卵っぽいんですけれども、ちょっと微妙な違う

なというところがあるのでそこをどうするか、ここはこの法律が問題になるからここも変えな

がらやっていかないといけないみたいなところを最初から組み入れていかないといけないので

はないかなというふうに考えております。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 今土井さんがおっしゃったことは非常に重要で、そういったことを我々は問題意識があって、

ＳＩＰというプログラムをつくったわけですね。ＳＩＰの特徴というのは、省庁連携でないと

だめなもの、２つ目が、非常に日本にとって重要なテーマ、それから３つ目が今土井さんがお

っしゃったいろいろな規制であるとか、標準化とか、こういったものを技術開発と一緒にやっ

ていくということなんですね。ですから、まさに土井さんがおっしゃったことをＳＩＰで実践

している。 

 だけれども、ＳＩＰはそういったことで比較的うまく始まっているんだけれども、ＳＩＰに

入っていないテーマに対してどうやってこれを実現するかというのが課題だと思うんです。 

 

【土井構成員】 

 今の点で。ＳＩＰ、確かにそういう意味で非常に重要だというふうに考えております。ただ、

ヘルスケアとかそういうところが今回は入っていない。そちらもＡＭＥＤのほうではあまりそ

ういう動きもないので、少しそこが置き去りにされているなというのは非常に喫緊の課題では

ないかなというふうに考えております。 
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【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 それで先ほどの、誰が間を埋めるのかという話もありましたけれども、例えばＳＩＰの中の

自動走行なんかはこういったことをちゃんと埋め始めているんですね。ですから、繰り返しに

なりますけれども、ＳＩＰに入っていないさっきのヘルスケアとかそういったテーマに関して

ＳＩＰ的な進め方をどうやって実現するかといったところが一つの問題点だと思うんです。 

 

【島田構成員】 

 質問ですけれども、実証実験が重要だと考えております。その際、きょうご説明いただいた

７ページに実証研究の場で特区化というのが書いてあって３つの事例が書いてあります。技術

的には横断的な特区だと思いますが、このような特区をどのように企画するかということにつ

いてアイデアがあれば意見をいただきたいです。 

 

【村瀬構成員】 

 具体的にどうすればいいかというところに知見があるわけではないんですけれども、ある意

味最終的に特に日本の地方を含めた都市とか、地域ごとのグローバルな競争力が必要ですよね

ということについては政策レベルでもモチベーションが高いところだと思いますので、そうい

う意味で企画として立てやすいのがこういう形ではないかなと想像して書いていますし、その

中でそれぞれのシステム、技術だけではなくて、制度についても並行して最後、特区開発しよ

うとすると何を緩めればそのエリアを活性するかということも並行して検討できるので、これ

が産学官の取り組むやり方としてはやりやすいんではないかなと想像してこの案を上げていま

す。 

 

【相田座長】 

 そのあたり国交省さん、きょうは代理で野口さんがご出席のようですが、何かご意見等ござ

いますでしょうか。 

 

【国土交通省（野口）】 

 今までの議論をお伺いさせていただいて、ありたい姿をどこで描くのかというようなのが先

ほど各省庁で担う部分があるのではないかというお話があったかと思います。そういう部分に

ついて、できるだけ私どもも、さっきＳＩＰの話が出ましたけれども、防災分野ですとかイン

フラの維持管理の分野とか何とかでいろいろこちらのほうからニーズ的な話をさせていただい

ておりますし、これからもしていきたいと思っています。 

 ただ、やはり一番難しいと思いますのは、４ページにございますけれども、見えている技術

のところはいろいろ我々でも研究の状況や何か見ていけると思うんですけれども、見えていな

い技術というのも多々あると思いますけれども、その辺を一遍で我々もありたい姿を示すこと

は非常に難しいと思いまして、そこのところは見えていない技術とありたい姿のやりとりとい

いますか、キャッチボールがかなり必要なのではないのかなというふうに感じております。 

 

【相田座長】 

 まだご意見があるかと思いますけれども、進行上、一応次に進めさせていただきまして、も

し時間がありましたらまた全体を通じての議論の時間とかとれればというふうに思います。 

 では、続きまして２番目が個々人が社会活動へ参画するための周囲の環境からの支援という

ことで、西構成員のほうからご説明をお願いいたします。 
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【西構成員】 

 よろしくお願いします。私たちのほうは、正直にシステムを提案するんだぞというふうに進

めました。メンバーはここに書いているとおりなので、パワーポイントのほうで説明いたしま

す。 

 個々人が社会活動へ参画するための周囲の環境からの支援という観点からです。 

 次のページ、システム提案として最初に何を提案するかという一覧にしてあります。多言語

翻訳システム、空間映像システム、ヘルスケア・モニタリング・システム、それから自立型モ

ビリティ・システム、高性能・高品質な製品の効率的な生産を支えるイノベーション、ビッグ

データ解析・経験知を加えたモデル構築システム。提案するのはこういうものです。 

 下側に書いてあるのが、関係を示してあるのですが、総合戦略2014でどのような言及がある

かとか、2030年までの成果目標で挙げられているものであったりとか、そこで言及されている

コア技術がこういうことですと書かれているものとの関係を示しています。 

 次のページへいきます。先ほどから何点か議論が出ている話なんですが、技術としてＩＣＴ

システムをつくるというのは変ですが、先ほど言った社会システムとしての許容性というか、

受容性とか、実際国民生活に本当に役に立つというふうに考えると、技術の問題だけでは済ま

ないところもありますね。他方で、国民が支持してくれなければいけない価値を提供できなけ

ればいけないのだからという意味で、何がポイントになるかなと最後にまとめたのがその１枚

です。 

 例えば、順番にちょっと簡単に言いますと、多言語翻訳システムは観光立国に貢献です、コ

ミュニケーションの壁を打破するんです。では、これを本当にさまざまな場で使えるようにし

ていくためには、クラウドＡＰＩを解放（ライセンス）し、民間創意でさまざまな機器から利

用できるようにしなければいけないとか、公的機関・医療機関等の、要は利用する場がいろい

ろなところにあるので、そこから本当にどううまく利用できるようにしていくかみたいなとこ

ろが鍵を握るでしょうとか。 

 空間映像システムであれば、オリパラというのが、オリパラのタスクフォースのほうで非常

によく議論されている状況も資料をちょっと拝見させていただいたんですが、結局最後のとこ

ろ、オリパラで打ち上げ花火になっても仕方ないわけで、遠隔医療、教育、就業など実際、国

民の生活の場にあと広がっていかなければいけない。そのためには単にやはり映像システムが

できただけではだめで、コンテンツ制作・配信、設備を運用する、企画プロモーションする、

利用者、いろいろなステークホルダーを集めて組織化して、利用拡大をうまく図っていけるよ

うな仕組みの中でオリパラも実施する、その後のことに対して対処を行っていく、そういう仕

組み自身が大事ではないでしょうか。 

 そういった形でここに今全部は読み上げないですが、社会システムとしてどう本当に価値を

出していくんですかというところも含めてこういうことにケアしていく必要があるのではない

かなということをそこにまとめています。 

 次のページ、検討の進め方は最初にとにかく皆さん何をシステム提案したいですかとアイデ

ア議論を開始しながら、先ほど示しましたが、総合戦略とか、今進められているアクションプ

ランのほうから見て何がシステム提案になるのか。今進められている施策をそのままやりまし

ょうとも言っていないんですが、全くこれを無視してもそれこそ絵に描いた餅になりますよね

ということで両方にらみながら、何を提案しようかという項目を定めまして、それを分担を決

めてやってまいりました。途中過程では、事務局殿からさまざまなそういう提案をするんだっ

たら、こんな参考情報がありますよというのもいただいてやりました。 

 分担はその下に記載しているとおりです。 

 次のページからオリパラ・タスクフォース指摘事項との関係というところまでは、最初のペ
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ージに整理したことと、ほとんどそれの説明みたいになっているので、ちょっと飛ばします。

１点だけ説明しますと、平成26年、27年アクションプランレビュー候補のところに、平成27年

の新規施策に実際は自立行動支援システムとグローバルコミュニケーションで多言語音声翻訳、

それからオリパラに向けた空間映像というシステム的な話があったので、この３つに関しては

アクションプランに既に入っているものを少し拡張しながらシステム提案をつくったみたいな

形になっています。 

 ここから先、簡単に、ではどんなシステムを提案したいと考えたかというのを簡単にご紹介

します。 

 多言語翻訳システム。ここは音声という言葉を少し外しました。それはどういうふうになっ

ているのかというと、翻訳システムはあるんですが、意図理解に関してはジェスチャーとか手

話とかも理解してほしいとか、表示のあり方もオーグメンティッドリアリティみたいなものを

使っていくというのもありますよねというので、音声だけでは必ずしもないよねというので、

音声を外しています。 

 システムのあり方は、次のページの絵のほうを見ていただくといいと思うんですが、基本的

にはクラウド、組み込み機器もあるわけですが、多言語音声の翻訳プラットフォームとか、意

図理解プラットフォームとか、ＡＲの表示、ヒューマン・マシン・インターフェースのプラッ

トフォーム、Ｇ空間のプラットフォームといったものがあって、これらがサービス連携しなが

ら利用されていく。ＮＩＣＴの多言語音声翻訳システムをプラットフォームの土台にしつつ、

ジェスチャーの理解であるとかＡＲをやっていく。 

 一つポイントに置いたのが、スマホから利用できるみたいなシステムは当然一番やりやすく

あるんですが、利用シーンをいろいろ考えると、車載機であればナビのようなシステムが拡張

されて実装される必要があるとかいろいろなことが出てくるので、利用の場に応じた組み込み

システム側からサービスが使えないと広がらないよねというのがあるので、ＡＰＩ連携で、逆

に言うとＡＰＩをライセンスしてさまざまな機器ベンダーさんが組み込んで利用できるように

していくとか、そういったこともやらなければいけないでしょうといういろいろなイメージを

持っています。 

 次の空間映像システム。これは直接、絵のところでいきます。 

 オリンピックでの期待も非常に高いと認識しています。表示の装置そのものの技術課題とい

うのもとってもいろいろ大変な話がたくさんあると思うんですが、そこでは多視点の立体映像

表示とか、ホログラムを使うとか、移動物体に対応したプロジェクションマッピングとか、あ

と折り畳み、または巻物型のシートディスプレイとか、こういった表示デバイス系のものに関

していろいろ工夫、提案がされていて、またこれを実現するために技術が必要です。 

 それはわかっているんですが、制作目標の観点から見るならば、これだけができてもうまく

いかない。最初からコンテンツをどうやってつくるのか、流通させるのか、それから利用者側、

実際の利用の場というのはオリンピックだけではなくて、先ほど言ったとおり就業の場であっ

たりとか、医療の場であったりとか、そういったところでも使うということを最初から検討の

体制をつくって企画立案をしながら技術も選択していく。こういう体制をつくり上げながらや

っていくというのが、一番肝心ではないかというふうに考えましたということです。 

 次のヘルスケアのシステム。 

 これは目的・価値観は皆さんよくご理解されていると思います。それから、モニタリングの

センサーも展示会とか行くと、各社皆さんいろいろデモンストレーションされているようなも

のもあって、技術的にできてきて使えるんじゃないのと来ているものもあれば、まだまだ難易

度も高くて本当に技術開発しないといけないものもあります。 

 総合戦略のほうには、インボディデバイスということが結構強調されて書いているんですが、
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私たちの認識としてはインボディのセンシングというのは非常に難易度も高いと思っていまし

て、低侵襲・非侵襲のセンシングを活用するというところからスタートさせてよいのではない

かというふうに考えています。 

 あと最初に書いたとおり、社会システムとして受容されるということと、価値が個人自身に

フィードバックして価値があるということとともに、国全体としてみればこれから高齢者はふ

えていくわけで、医療費増大をどう効率的にやっていきますかとか、そこからまた新たな新薬

の開発にフィードバックをかけたりとかさまざまな目的があるので、クラウド側のシステム、

次のページにありますが、センサーの端末はいろいろな民間の知恵で実用化していけばいいと

思うんですが、クラウド側のサーバシステム、そこでの情報の利活用というのはどうしても国

民保健とか健康保健、医療関係といった公的な立場にある方々自身がシステムを立ち上げられ

る必要もあるんじゃないかなというふうに考えています。 

 次の自立型モビリティ・システム。 

 ここはもともとアクションプランにありましたのは、車いすを自立移動可能にする。道路イ

ンフラのバリアフリー化を進めるとともに、車いすでというふうになっていたのですが、これ

を拡大しましたと。オリパラにおいては、車いす、ベビーカーみたいなことに対する言及があ

るんですが、同時に公共施設で案内とか人を移送する、荷物を移送するサービスロボットみた

いなお話もあります。こういったものを考えたときに、歩行速度で自立移動するというそれそ

のものの機能を一つのプラットフォームと考えて、さまざまな用途に使っていくような形でシ

ステムを立ち上げてはいかがでしょうかということです。 

 時速６キロ以下という自動車と比べると非常に遅いスピードの世界なんですが、人と空間を

共有するということで安全性に対する技術は非常に高いものが必要ですし、また国土地理院さ

んが進められる予定の３次元地図情報、そういったものとの関連性、活用というのも非常に大

事だと思います。 

 次へいきます。高性能・高品質な製品の効率的な生産を支えるイノベーション技術の創出。 

 システムというよりもちょっと技術の色が強いんですが、ここは地域創生のほうに非常に関

係がありまして、西陣織とか鉄器、無形文化財に認定された和食、それから職人技の世界の話

になっていくわけですが、要は美しさというもの自身を科学する、それから機能性を科学する、

職人の技術力そのものを多角的にもう一度分析し直して、そこから支援してあげるシステムを

つくっている。これにより世界に誇れる日本の高品質なものづくり、そこで提供しているもの

のブランド力をさらに高め、あとどうしても職人さんたちが減ってくるとかそういう大変な問

題があるので、サステナビリティを高めるためにＩＣＴが貢献してあげるんだということです。 

 技術的には品質分析に基づく新素材の開発とか作業の簡素化、それから職人技の伝承と自動

化とか、品質を評価する自動識別するとか、偽装を防ぐ、真贋判定するような技術だったりと

か、まだ解明できていない職人技となっているものを技術としてきちんと解明して、地域創生

の産業拡大のために役立てていきましょうということです。 

 最後、ビッグデータ解析のところなんですが、これは目的自身は皆さんよくご存じのとおり

で、各種予測の精度向上や速度向上、最適解の自動導出、社会法則の抽出、システムの効率化、

省エネルギーとか多様な話になっていくわけですが、いきなり絵のところにいきます。 

 今回、結論で一番大事だと思っているのは、３例案にかけてみます。下のほうの例案でデー

タセンターのハードウエア、ソフトウエアみたいなことになると、原子スイッチを使ったＰＦ

ＧＡとか、ＭＲＡＭを活用していくとかいった話、デバイス活用の話になっていきますし、真

ん中のところのビッグデータ解析のモデル構築のためのソフトウエアプラットフォームとなる

と、要は学習のためのツール体系であったりとか、しかもこれも結構グローバルに皆さんいろ

いろなことが起こっていますので、日本の得意な技術と世界の流れと合わせていくようなこと
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も必要になってくると思うんですが、今回一番大事だと考えたのは、日本全体で考えるならば、

まず府省の方々が取り組まれている施策、開発といったものでどのようなことを本当に皆さん

取り組まれているのか、また達成したいと思っているのか、そういうことを把握、皆さんで情

報共有した上でモデル構築のあり方、どんなモデルをどういうふうにつくっていくかというの

を見定めていくという、そこからやらないといけないんじゃないんでしょうかというのが全体

として出てきた意見ということになっています。 

 以上です。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。事務局から伺ったところによりますと、このグループは正月休み

中に200通くらいのメールのやりとりがあったということで、本当にありがとうございました。 

 それでは、ご提案いただいた内容につきまして、また10分程度時間をとって議論させていた

だきたいと思いますけれども、どなたからでも、いかがでございましょうか。 

 

【水落構成員】 

 この議論の中で、ありたい社会、あるべき社会からバックキャストし、システムとしてどう

いうものが必要かという議論は非常に活発になされたんですけれども、デバイスとの関連づけ

が不足していることが明らかになりました。 

今、西さんが説明された７ページに領域２の平成26年度、平成27年度のアクションプランの

施策一覧があります。これを見ると下半分以上はデバイスの施策です。そもそも昨年度来ＩＣ

Ｔワーキングというのは、システム側からこうあるべきだというものをきちんと定義して提言

していこうということはもちろんなんですが、デバイス側の施策もしっかりとそれに関連づけ

てということがミッションであったわけで、デバイス側の施策というものをどういう社会のあ

りたい姿に結びつけていくかというところをもっときっちりしていかなければいけないという

ことに、この議論の中で改めて我々は気づいた次第です。 

 確かに、既に走っているデバイスの施策の中で、しっかりとありたい社会につながるものも

あるんですけれども、やや無理やり、なぜここにあるんだろうというものも正直ございまして、

無理にこの領域２にここに書いてあるようなデバイスの施策を最初にはめ込んでしまうと、そ

の範囲でしか議論ができなくて、何か置き去りにされるような危険性もあるなというふうに感

じました。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。ほかにいかがでございましょうか。 

 

【佐々木構成員】 

 多分ＩＣＴシステムという観点で検討していくと、そのシステムが社会に導入されたときに、

本来目的だった姿に対するインパクトはどうなんだろうということで、ビフォーアフターのメ

ジャーメントもないとやりっ放しになるような気もするし、それをさらにもっとモディファイ

していかないといけないということもあるだろうと思うんですけれども、現在、どういう社会

課題があって、それをどのくらいよくしたいのか、そのビフォーアフターのスケールファクタ

ーみたいな議論はされたんでしょうかというのをちょっと確認しておきたい。 

 もしあれば、そういうこともちょっとやらないとなんとなく、プロジェクトを立ち上げて、

それが時間軸とともに流れて、はい次のプロジェクトという今までのような国プロというか、

やり方になる可能性もあるので、そこら辺どういう検討をされたのか教えていただければと思
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います。 

 

【西構成員】 

 それはご指摘のとおりで、必ずしも十分ではないというのが本当だと思います。各人とか、

そこを加味してということでしかなくて、定量化みたいなことがきちんとできていない。逆パ

ターンはあるんですけれども、例えば先ほどあったようにＳＩＰ的な仕組みと言われたと思う

んですが、そこをはっきりさせるためにも空間映像システムであれば、単に３次元の映像デバ

イスをつくる研究者を集めてやっただけではだめでしょうと。そもそもステークホルダーを集

めてきてきちんと定義しましょうと言っているのは、それをきちんとはっきりさせるための枠

組み自身からつくりましょうというようなことであります。 

 それから、例えば自立移動で車いすとなっていたものを拡大させていただいたのもちょっと

確認すると、車いす、本当に高齢者、障害者のために必要なシステムです。では、そのための

目的だけに本当にやってしまっていいのかと考えると、今、年間出荷台数が２万台ぐらいとい

う格好に見えるんですね。実際に使われているのもシステムの台数が数十万台。国が行うこと

としてやるというのは、当然その人たちのケアのためにやります。なおかつ、さらにプラスア

ルファでの産業価値、社会価値をつくるということと併せ持ってやったほうがいいだろうとか、

そういった形では反映しているんですが、具体的な定量性を持ってというところまでは今でき

ていないのはご指摘のとおりです。 

 

【相田座長】 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 

【土井構成員】 

 10ページとか23ページのところにデータとかソフトウエアがインフラとなるということで掲

げていただいているんですが、ここは実際に実証実験でやるときには、例えば多言語の場合に

は今ＮＩＣＴがやっていて、ある意味運営交付金、国のお金でやっているわけですね。ですが、

ここでご提案いただいているように、ビジネスにしておこうとすると、それを何らかの形で上

手に民間に移行していかないといけないわけですね。だからそういうところ、多分23ページの

ところも、最初は仲間内でノウハウを共有するためにやりましょうといってやっているんです

が、それを今度は仲間内だけではなくビジネスとしてよりオープンにやっていこうとすると、

その移行をどうやってうまくやっていくかというところが非常にキーになるのではないかなと

いうふうに思います。 

 特にデータを集めるときには、研究用だからオーケーと言ったのに、いや、ビジネスでやる

んだったら自分たちにもフィーが欲しいとかいうような話も出てくるので、それをちゃんと追

跡できるようにしていくみたいなことが必要なのか、そんな面倒くさいことはやらなくてもい

いように法律を整えるかとか、そのあたりの議論が必要なのではないかな。 

 今考えてみると、江崎先生、よくご存じの話なので江崎先生から説明していただいたほうが

いいと思うんですけれども、インターネット、一番最初はやはりあそこで商売をしてはいけな

かったんですよね。最初はそういう話もありましたよね。ということがあったんですけれども、

今はあれがインフラになっているんです。ああいうふうにうまくパラダイムシフトができれば

いいんですけれども、そういう仕組みというか、成り行きでそうなったというものもあるのか

もしれませんけれども、多分日本でやると成り行きではならないので、うまくできる仕組みに

しておかないといけないんではないかな。そこがすごく難しいのではないかなという気がいた

します。 
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【相田座長】 

 私もこの資料大変よくできているんですけれども、あともう一歩、一種のないものねだりで

すけれども、それぞれのシステムのビジネスモデルというんでしょうか、そういうものが書け

るともっといいなという印象はちょっと持ちました。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 さっきの資料もこの資料も非常によくできているなと思うんですけれども、６つの提案があ

りますけれども、ヘルスケアとかモビリティ、それから生産というのは最終的な目標は明確な

んですね。一方、多言語翻訳と空間映像というのが確かに重要なんだけれども、アプリケーシ

ョンがいっぱいありますよと。それで、多言語翻訳でも使うところによって要求する性能とい

うのはものすごい違ってきて、例えば物すごい騒々しい町中で多言語翻訳をまともにやろうと

すると今の技術では到底、多分できない。だけれども、病院の中でやるとか、そういうところ

はかなりいけるんじゃないかとかいうことがありますので、この２つに関してはもう少し可能

であればどこからインパクトが大きくて、どういうアプリケーション、どこからアプリケーシ

ョンを開くかといったところまで検討いただくと、非常に具体化しやすいと思います。 

 

【相田座長】 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 

【丹羽構成員】 

 19ページの日本新ブランド開拓のところなんですが、本当に日本の職人技の何とも言えない

すばらしさがあるわけなんですけれども、そこをＩＣＴで、言ってみれば見える化とかデジタ

ル化です。そういうふうにしていくと、もちろん後継者の不足問題には必要な施策だと思いま

すが、一方でどこでもそこそこのものまではまねできてしまうという悩みもあると思うんです

ね。それをどうやってうまく両立させていくか、そういうことも非常に大事ではないかと思う

んですが、その辺の議論はいかがなんでしょうか。 

 

【新井構成員】 

 私のほうで画像処理の研究者にいろいろご意見をいただきつつ作ってみたんですけれども、

これは主には画像で見て、スマホとかで、いろいろな形で割合簡便に見てにせものがわかるよ

うにするというのがまず入り口だったんですね。ですから日本商品のブランド、それである程

度の値段がついているわけなんですけれども、東南アジア等で、そうでないようなタイプのも

のが大変安い値段で流通していて、それの見分けが素人であるとか難しいことによって、それ

で値段が下がっていることが問題があるということでいろいろな方法で、うそ発見器ではない

ですけれども、本当に日本ブランドなのかどうかというのが見えるようにしたいというのが最

初にありました。 

 それも製品だけではなくて、和食とかというようなことに関してもいろいろな方法で、これ

は和食なのかというようなことが判定できるような方法で数値化して、それをある意味規格と

して和食規格みたいなものをつくるとか、そういうようなブランド戦略はどうかというような

お話です。 

 

【相田座長】 

 よろしゅうございますか。 
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 それでは、この件もまだ議論があるかと思いますけれども、一応時間の関係で先に進めさせ

ていただきます。 

 では３、新たな価値を提供するためのより高度な基盤・ネットワークについて、丹羽構成員

からご説明をお願いいたします。 

 

【丹羽構成員】 

 それでは、資料２－３でご説明いたします。 

 我々のグループは、最初のご依頼の中に、必ずしも従来の視点にとらわれなくても全く新し

い提案でもよいというようなことがありましたので、多少幅広にテーマを捉えて議論してまい

りました。メンバーはそこに書いてあるとおりでございます。 

 ２ページ目にいきまして、この資料の取りまとめの方法なんですけれども、構成員のメンバ

ーの方からいろいろなご提案をいただきまして、それを時間軸の観点と、それから政策的な課

題なのか、技術的な課題なのかの２つの軸の視点から整理をいたしました。 

 時間軸としては、今すぐ取り組むべき課題か、将来に備えて取り組むべき課題かということ

です。 

 ここで今すぐというのは、2020年ごろ、オリパラもありますので、それが一つのターゲット

だろうということで、それまでに成果を得ることを想定したものです。 

 それから、将来というのは余り先では議論が発散しますので、2030年ぐらいということを想

定して議論をいたしました。 

 ただ、そうやって議論してみると、今すぐというのと将来との区別が必ずしもはっきりでき

るわけではありませんで、特にＩＣＴ分野というのは技術的な発展が非常に早いものですから、

今すぐというのと将来との技術的な時間軸の区別というのがなかなか難しいなというのが実感

です。 

 それからもう一つは、関連する政府の委員会等々いろいろございますが、そういうところと

もある程度連動した議論が必要ではないかということで、そこにあるようなａ、ｂ、ｃ、ほか

にもありますけれども、そういうところも見ながら資料を作成したということであります。 

 ３ページ目にいきまして、今すぐ取り組むべき課題ということで考えますと、先ほど言いま

したように政策的な課題と技術的な課題に分けて検討いたしました。ここで「課題」という言

葉がいろいろな意味で使われていて、後で触れますけれども、混乱しやすいなというのを感じ

ました。 

 最初に設定されている政策課題というのがありまして、５つあったと思います。それを実現

あるいは解決するためには、政策的に施策を打たなければいけないこと、それから技術的に施

策を打たなければいけないこととあると思いますので、そういう意味で政策的に施策を打たな

ければいけないものは政策的課題という名前を使っています。 

 そういう政策的課題を考えてみると、いろいろな具体的な課題が出てくると思います。 

 一つは、研究開発基盤の整備・運用です。スパコン「京」のようなフラッグシップだけあれ

ばいいというわけではなくて、もちろん高速ネットワークや中規模のスパコン等々も重要であ

るということです。 

 それから、運営費交付金が減額されている傾向の中で、基盤体力となるような基盤施設・設

備の運営とか技術支援員への投資、こういうところがないと基礎体力的に日本はおくれてしま

うのではないかということです。 

 それから、ビッグデータの活用について。これは収集したビッグデータの利用環境を自立的

に維持できるような仕組みをつくらないといけないだろうということです。最低限の資金は自

ら稼げるようなエコシステムというんですか、そういうことが可能なような制度設計が必要で
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あるということです。 

 それから、Ｍ２ＭやＩｏＴに向けたセキュリティの問題は非常に大きな問題だと思います。

特にいろいろなデバイスがつながってきますと、このことが特に重要になってくる。そのため

に技術的にはもちろんいろいろあるんですけれども、実証のためのテストベッドがどうしても

必要だろう。そういうものをつくる、あるいはそれを活用して標準化、認証などの点で世界を

リードしていくということが必要だろうということです。 

 それから、企業の研究と大学の研究の間の「橋渡し」機能が重要だということです。これは

その前のページにあります日本再興戦略の中でも橋渡し機能というのが重要だという指摘があ

りまして、非常に重要なことだろうと思います。 

 それから、一番下の「・」は、今Ｍ２Ｍ、ＩｏＴということで非常に重要になっているんで

すけれども、それがどのぐらい重要なのかということが国民には必ずしも理解されていないだ

ろうということで、それをわかりやすく提示することが政策的には非常に大事ではないかとい

うことでございます。 

 次の４ページ。技術的な課題は先ほど挙げましたセキュリティの技術です。 

 それから今後、高齢化が進むと、高齢化といっても健康で社会に役立つ高齢者がふえるとい

うことが望ましいわけで、そういう人が能力を磨いて、あるいは衰えを防ぐことをサポートす

るような技術が大事ではないか。人間の基本的機能、例えば見るとか、聞くとか、話すとか基

本的機能をサポートするような、できればインボディデバイスなんかの可能性はないだろうか

ということです。 

 さっきも出ました自動翻訳機能を備えた超小型デバイス、それからもしインボディというよ

うなことを考えると、非常に高度なセキュリティやディペンダビリティ技術が必要です。こう

なってくると、民間で行っている信頼性を高めようという検討だけでは足りなくて、新たな視

点の研究開発が必要になってくるのではないか。 

 ほかにも技術的課題がいろいろあるんですが、先ほど前の２ページ目で言いましたような委

員会でここに書いてあるようなのが出ておりまして、代表的な技術として当然落とせないよう

なところは全て網羅されていると思います。 

 それから、時間軸をもうちょっと長くとったときの将来に備えてですが、５ページ目です。 

 政策的課題につきましては、2030年ぐらいを考えると、今のままでやっていったのでは財政

破綻が間違いなく来るだろうということで、それを何とか回避するという視点がない限り、ど

んな政策を検討しても意味がなくなってしまうのではないかということで、それを原点にして

いろいろ考えたところ、ＩｏＴを国家インフラとする費用と、それによる社会コスト低減のメ

リットを比較検討できるようなシミュレーション、あるいはそれによって政策を選択する仕組

みづくりが必要ではないか。 

 それから、財政難が進むと財政的な支援に頼るのではなくて、民間の企業活力で利益を生み

出すような施策を考えざるを得ないということで、それはビジネスモデル創出の加速に向けた

政策の策定ではないかということです。 

 それから、技術的課題については、先ほど言いましたように大きく言えば同じようなテーマ

が挙がってくるのではないかというふうに思います。 

 ６ページに関連する政府の委員会、いろいろありますのでそういうところもどういう活動を

しているか見てみたところです。 

 今回の議論の中で、産業競争力をどう高めていくかというシナリオも検討しようということ

になっているんですけれども、産業競争力をどう高めていくかというときに、まず我が国の産

業構造をどうしていくのかという議論がないままに産業競争力を議論してもしようがないでは

ないかという気がいたします。それで、産業競争力会議でどんな議論をされているかというの
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を見てみたということです。 

 幾つかピックアップして意見を書いてございますけれども、例えば2014年９月18日の会議で

は２つ目、三木谷議員がアリババの米市場への上場で時価総額30兆円だということで、これは

産業構造や情報の流れが根本的に変わろうとしているんだと、そういうことを認識しながら考

えないといけないねというお話をされています。 

 それから下から２つ目で、小林議員。三菱ケミカルホールディングスの社長なんですが、Ｉ

ｏＴやIndustry4.0が大事で、ケミストリーの分野でもサービスとかＩＣＴを入れていかない

と勝てないだろう。 

 それから甘利大臣も、ロボット戦略会議も情報の視点を入れていくべきだということで、や

はり情報に対する期待というのは非常に大きいなというふうに思いました。 

 それから、７ページ。これは文科省の科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会で情報科

学技術に関する推進方策というのを発表しておられるんですけれども、2020年にデータ・セン

トリック・イノベーションという言葉を使って、こういう概念で推進方策をしていこう。 

 基本的な考え方としては、2030年ごろにデータ・セントリック・ソサイエティを実現すると

いうのを基本的な考え方にして、それに向けていろいろな研究開発を推進していこうというこ

とです。こういう委員会の議論も当然参考にしていかなければいけないだろうと思います。 

 それが次の８ページ、９ページあたりにそこで出されている技術的な課題がありまして、こ

こでほぼいろいろなキーとなる技術というのは出てきているので、かなり同じような議論がさ

れているなという印象を受けました。要素技術としては、ほぼ同様のものが出てきているので

はないかというふうに思います。 

 最後の10ページなんですけれども、これは私が今回の作業をいろいろやっている中で感じた

ことで、個人的感想という色彩が強いんですけれども、一応グループの構成員のメンバーの皆

様にもお送りして見ていただいておりますので、積極的賛成かどうかはわかりませんけれども、

積極的反対は少なくともないんではないかというふうに思っております。 

 ３点ほどあるんですが、先ほど冒頭に言いましたけれども、「課題」という言葉が非常にい

ろいろな意味で使われていて、例えば問題というような意味とか、それから目標というような

意味でも使われているし、場合によっては施策自体という意味でも使われていていろいろな解

釈があって、理解を合わせて議論する必要があるだろうと。また社会・経済的課題とか、政策

的課題、技術的課題、政策課題という言葉もあり、それぞれにいろいろなレイヤがありますよ

ね。この後で説明があると思うんですが、各戦略協議会からシステム提案がありますけれども、

そこで出されている提案もかなりレベルの差というか、大きな視点のものと、もうちょっと具

体的なものといろいろあるんですね。どこで議論しているかということの理解を合わせて議論

していかないといけないんじゃないか。 

 それから２番目は、さっき水落さんからもご指摘がありましたけれども、このＷＧではシス

テムからデバイス、材料という一気通貫を目指して基本的には議論をしていると思うんですけ

れども、システムといったときには必ずしもそういう構図がフィットしないようなものも多々

あるんではないかと。アイデアとソフトウエアで勝負するものも多いんではないかなというよ

うな気がして、全部がシステムから材料という一気通貫的な構図は、そういうものが当てはま

るのもあるんですが、全部がそうではないなという感じがいたします。 

 それから３番目は、ほかの関連する政府委員会がありますので、そういうものと全部統一と

いうのは難しいし、逆にしないほうがよいと思いますけれども、ある程度は連動してベクトル

合わせを図るのがいいのではないか。多分多くの委員会があって、それぞれ似たような議論を

しているところがたくさんあると思うんですよね。そういうところを横目に見ながらやってい

くというのが政府全体としての方向性を合わせるという意味で重要で、議論をスクラッチから
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始めるのではなくて、ある程度のところから始めるということも大事ではないかというような

感想を持ちました。 

 今後のＷＧでご議論していく上で多少参考になればと思って書きました。以上です。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。それでは、この件につきましても、10分程度議論させていただき

たいと思います。いかがでございましょうか。 

 

【江崎構成員】 

 ずっとなんとなくもやもやしていたんですけれども、最後のところでシステム、デバイス、

材料という一気通貫的な構図が必ずしもフィットしないというのが、これは当たり前のお話な

んですけれども、やはりそこをちゃんと言ったほうがいいんだと。 

 というのは、さっき土井委員の、僕のインターネットの話が出てきましたけれども、やはり

技術と社会展開にフェーズが多分あるわけで、そのフェーズによってはオープンにしたほうが

いいときと、クローズにしたほうがいいときみたいなものは、フェーズによって大分違ってく

るんで、多分同じ基準でやるとろくなことにならないだろうということで、どのフェーズにあ

るんでどういうふうにしなければいけないかというような話を整理するというか、しっかりと

考えるようなことをやらなければいけないかなと思うんです。 

 例えばインターネットの場合にはどうしているかというと、最初のビジネスの立ち上げのと

きにクローズなんだけれども、オープンにするフェーズがあってもう一回クローズにするよう

なものを意図的にやっているし、それが実は国との関係で非常に出てくると。特にＩＣＴを考

えた場合に、最初からグローバルドメインというのが最終的には来ますけれども、それを意識

すると国との関係は物すごく複雑というか、微妙なところになってくると。そうすると、国の

政策をグローバルドメインの国の政策のところと多分しっかりと考えていかないと、経済的な

ところで矛盾が来ると。 

 さっき三木谷さんの話が出てきましたけれども、三木谷さんもグローバルビジネスとローカ

ルビジネスの国のレギュレーションのところですごく苦労されていますよね。だから、そうい

う意味においてのグローバルなところで政策の話をしないと、多分矛盾が起きてくるというわ

けで、特区をつくるときにも大体日本の国内の話しかしないわけですけれども、グローバルル

ールの中でのルールのポジショニングをどうとっていくか。このフェーズでは保護しなければ

いけないので法律で保護しましょうというフェーズがあってもいいんだけれども、最終的には

グローバルドメインでやっていくというところを意識した上での、このステップではこうしま

しょうというような話が多分整理されないとまずいんじゃないかなと思います。 

 フェーズによってビジネス的にはあえてフェーズを変えていくということを多分おやりにな

っているのが普通だと思いますので、なんとなくチェックリストみたいなものをつくってあげ

て、それはユニバーサルにそれが必ず適用されなければいけないということではなくて、何で

こういうフェーズ、こういう施策になっているのかというのを幾つかのポイントに対しチェッ

クするみたいなところができるといいような気がしたんですけれども。 

 

【相田座長】 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 

【新井構成員】 

 ３つ領域があって、多分全体のまとめはこれからなんだと思うんですけれども、今、丹羽構

- 19 - 



成員からお話があった５ページ目の財政破綻回避の視点がない政策は無意味という点で、それ

はそうではあったんですが、言いわけではないですが、領域２の難しかったところが、個々人

が社会参画をするというような話になりますと、ビッグデータによるパーソナライゼーション

以外のものであるとどっちかというとリベラルというか、個々人の人が個々人のレベルで社会

参画するのを支援するようなＩＣＴみたいなお話だったので、先ほどビジネスモデルがという

お話もあったんですが、ビジネスモデルを立てるということが難しいような人に関してＩＣＴ

で細かく支援をするという話が領域全体としてあったので、例えば歩行速度で動くロボットに

関しても、歩行速度でパーッとロボットが動けて階段もないようなところというのは実はかな

り限られた場になると思うんですけれども、でもそういうところでそういうものがあって少し

助けられるとか、楽しいとか、そういう楽しさとか多様性とかいうようなお話も領域にはあっ

たんです。 

 だから財政破綻回避の視点がない政策は無意味と言われてなかなか難しい点もあるんですけ

れども、全体としてどんな感じでしょうか。 

 

【丹羽構成員】 

 財政破綻回避の程度がどのぐらいかというのは、ちょっと私の能力は超えているんですけれ

ども、でもそういうことは多分視野には入れておかないといけないと思うんですね。だから、

今ももう既に非常に予算が厳しい状況ではありますけれども、これはもっと厳しくなるのは間

違いないと思うので、技術者的視点だけではない、もうちょっといろいろな角度から施策を考

えていくというのは、土台としてやはり必要ではないかという感じはいたします。 

 

【原山総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 今の議論なんですけれども、通常、いわゆる国があって、それからビジネスセクターがあっ

てと対立軸であったんですけれども、それだけかという話があって、先ほどおっしゃったよう

な２番のところの個々の人たちがベネフィットのあるシステムという考えたときに、ノンプロ

フィットというステークホルダーという位置づけというのはかなり５年、10年前に比べてプレ

ゼンスが高まっているというのが現状で、それを可能にしたのがＩＣＴであって、並行して世

の中は変わりつつあって、国の立ち位置も相対的に変わっているというのが現状です。ですの

で、もちろん財政破綻のことも非常に気をつけなくてはいけないんだけれども、それと同時に

国だけではないという視点から社会を変革させるためにどうしたらいいかということも議論し

なくてはいけないのかな。 

 その中でビジネスモデルとさっき座長もおっしゃったのは、必ずしもフォー・プロフィット

のためのビジネスモデルではなくて、動かすシステムとしてのビジネスモデルとおっしゃった

ように私は理解したんですが、それでよろしいんですよね。 

 

【相田座長】 

 はい。 

 

【島田構成員】 

 領域３、新たな価値を提供するためのより高度な基盤・ネットワークというテーマですと、

その領域３の目標の一つが、データのやりとりの敷居を低くするというところがあるのではな

いかと思います。データのやりとり、通信の安心・安全、時間や手間、コストや投資などが敷

居だと思いますが、今回、きょうの話で安心・安全のところはセキュリティなどで大変お話し

されていますが、時間や手間やコストや投資に関してといいますと、高速大容量で多数の端末
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が非常に敷居が低く、余り費用がかからずにつながるようにするということだと思っています。

この辺に関して議論はされなかったのでしょうか。 

 

【丹羽構成員】 

 高速ネットワークというような研究開発基盤については議論をいたしましたけれども、民間

一般の端末が自由に敷居を低く、あるいはコストを低くやりとりするというところについては、

それほど深く議論したわけではありません。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 これまでもＩＣＴに関するディスカッションというのは、技術面から見れば非常に正しい議

論をずっとこの何年間やってきたと思うんです。それで、国の施策としてはエネルギーである

とか、健康長寿とか次世代インフラとか地域といったものを表面に書かれていますよね。それ

以外にも重要な産業なんかの製造であるとか、輸送とかあるんですけれども、日本としてちゃ

んと強くしなくてはいけない、こういった分野に対するＩＣＴはどうあるべきかという議論が

ちょっと弱かったなと思うんですね。 

 表にいろいろと書いてありますね。丹羽さんの資料の２つありますけれども、こういったと

ころの表の中身をより具体的に議論できればいいなというふうに思います。 

 

【相田座長】 

 それでは、ここはまた時間ですので先に進めさせていただきたいと思うんですけれども、ち

ょうどこの後、他の…… 

 

【丹羽構成員】 

 逆に久間先生とか原山先生にお聞きしたいんですけれども、産業競争力会議との接点です。

橋本先生が接点になっておられると思うんですけれども、どういう議論がされていて、そこに

またＣＳＴＩとしてどういうインプットをしているか、その辺はどういうふうになっているん

でしょうか。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 その辺の情報の共有というのはまだ完璧ではなくて、第５期に向けてお互いの、産業競争力

会議と再興戦略とか、それから我々の第５期の計画、これは連動させてやるべきと考えていま

す。これからやりたいと思います。 

 

【相田座長】 

 この後、ちょうど他の戦略協議会とかワーキンググループ構成員からいろいろな本ワーキン

ググループへの提案というようなこともございますので、そういうようなものを踏まえて、今

久間議員からありましたようにもう少しブレークダウンというのを進めていただくと、基盤ネ

ットワークグループの位置づけというのは、他の２つの領域の下支えということで、どうして

もやや理念的なものになる側面はあるかと思うんですけれども、もう一段のブレークダウンと

いうのを少しお考えいただけるといいかなというふうに思います。 

 それでは、そういうことで各戦略協議会・ワーキンググループの構成員の方々がこのＩＣＴ

に関連してどのようなシステムを実現したいのかということについてお答えをお寄せいただき

ましたので、そこら辺につきまして事務局から説明をいただきたいと思います。 
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【事務局（田中参事官）】 

 資料２－４及び２－４の別紙、それから参考資料６を用いまして簡単にご説明させていただ

きます。 

 参考資料の６になりますけれども、相田座長名で各戦略協議会及びワーキンググループに検

討依頼をしております。それを資料２－４で答えていただいたものをまとめたという構成にな

ってございます。 

 ＩＣＴの活用によって、真に実現すべきものは何かを明確にするために、そして各戦略協議

会・ワーキングにおいて担当の政策課題を解決するためにどのようなシステム化に取り組みた

いかという提案を依頼したということでして、資料２－４でございますけれども、下の表のよ

うに48の提案をいただいております。これらは個人名での提案が基本になっておるわけですけ

れども、エネルギーにつきましては１提案となっておりますが、これは構成員からいただいた

複数の提案をまとめたというようなものになってございます。 

 いただいた提案は、事務局で今の３つのグループに関連するものとして（１）から（３）の

ような振り方もそれぞれの各提案の１個１個の表に振らせていただきました。それが合ってい

るかどうか、またご議論もあるかと思います。 

 それでは、事前にはお配りしておりますけれども、簡単に一部提案いただいたものを紹介さ

せていただきたいと思います。 

 まず、３ページ目でございます。次世代インフラ協議会からの提案として、次１とあります

けれども、管制センター監視制御型の完全自動走行システムというのがございます。 

 目的地まで移動が長距離・長時間にわたるものであっても、その間、利用者はタクシーの乗

客として乗車していることができる完全自動走行システムを目指すため、自動走行システムが

周辺監視と車両制御を担当し、管制センターがその様子を監視制御するというような提案にな

っておりまして、ひとまず（２）というふうに割り振らせていただいております。 

 ４ページ目をごらんください。４ページ目も同じく次世代インフラ協議会からの提案として、

次７と書いてあるのについて説明いたします。屋外・屋内でシームレスに使える測位システム

とそのアプリ群というのがあります。 

 平常時はパーソナルなナビゲーションとして使えるものが、災害発生などの非常時には避難

経路の誘導や生存確認などデュアルユースのインフラに利用できるシステム提案というものが

なされております。これは（３）に割り振ってございます。 

 続きまして７ページ目でございますけれども、同じく次世代インフラからの提案でございま

すが、次17、インフラ長寿命化に関わる意志決定支援システムという提案がございます。 

 これはインフラ維持管理というのはＳＩＰでもやってございますけれども、調査・点検デー

タやインフラのモニタリングデータなどのさまざまなデータが今後、地方自治体等に集積され

てくる。これらのデータを生かしてインフラの補修・補強事業、あるいは長寿命化や更新など

の意志決定を行う場合に、インフラ側のデータだけでなく、人口動態、経済動向、位置情報、

人や物の移動に関する交通や物流情報、インフラの利用率、環境の地域特性などの情報と関連

づけを行った上で実行可能な計画を策定する意志決定支援システムという提案でございます。

これは（３）に割り振ってございます。 

 続いて、ちょっと飛びますが、15ページでございます。エネルギー戦略協議会のほうからい

ただいた提案として、エ１と振ってございます。ＩＣＴを活用した生産～流通～消費を統合し

たトータルシステムの構築の提案でございます。 

 これは消費段階では需要家のモニタリング・行動予測だけでなく、人間行動への働きかけ等

の行動制御も実施し、需要家側機器の対象には産業機器、電気自動車や燃料電池自動車等次世

代自動車を含めたエネルギーマネジメントの適用範囲の拡大を図ろうというものでございます。
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また、このシステムにより出力が不安定な再生可能エネルギーの導入も加速されるというよう

なシナリオを書いてございます。これは（３）に割り振ってございます。 

 続きまして、20ページ目でございます。これはナノテクノロジー・材料ワーキングからの提

案として、ナ６の研究・開発支援のシステム、もしくは26ページ目のナ15の「柔らかい」デー

タ検索機能等ということに関係するものでございます。 

 このうちアで仮想実験室と書かれてございますけれども、研究論文や特許情報の検索はキー

ワード、著者名などによる検索にとどまるのが一般的でございますけれども、本文の全文検索

をかけるようなシステムは一般化されていない。また、キーワード検索では、検索結果が膨大

になり過ぎて、真に求められる情報にたどり着けないことも多い。 

 仮想実験室の現状ということに書いてございますが、今、材料のインフォマティクスとイメ

ージされているのは物性予測でございますけれども、現状の検索では予測した物質を合成する

ことが必ずしも容易ではないということが言われてございます。 

 そこでビッグデータの活用ということで、ここに書いてある化合物の反応をいろいろな条件

で反応させたというような文献検索が可能になれば文字どおりの仮想実験室を構築できるので

はないかというようなことで、（１）新たな知の創造ということで割り振ってございます。 

 今ご説明させていただいたのは一部となりますけれども、各戦略協議会・ワーキングから多

くの提案をいただいておりますので、それぞれご担当分野関連づけた提案についてＩＣＴがど

のように貢献できるのか検討するためご活用いただければと考えております。 

 以上でございます。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。ただいまご紹介がありましたように、いただいたご意見というの

はかなり具体的なものから１行程度のものまで差がございまして、中で詳しそうなものについ

て幾つかご紹介いただいたところかと思います。 

 内容に目を通していただいて、どうも何を言っているのかわからないというのがございまし

たら、これはまた改めて各戦略協議会・ワーキンググループのほうにお問い合わせするという

ようなことも考えられるかと思いますが、今事務局のほうで仮にそれぞれの分野というんでし

ょうか、グループの割り振りをしていただきましたけれども、これらにつきましてこれからの

あるべき姿というようなものの検討にぜひ参考にしていただければというふうに思います。 

 何かこれらにつきましてご意見等ございましたら、お願いしたいと思います。いかがでござ

いましょうか。 

 

【佐々木構成員】 

 ざっとだけですけれども、目を通して、既に企業のほうでやっているやつも散見されるんで

すけれども、そういう扱いはどうしていくことになりますか。 

 要は、国として大きな社会システムを目指していくのと、もう既にＩＣＴシステムとしてソ

リューションビジネスとしてやっているのも見受けられるのが含まれているんですけれども。 

 

【相田座長】 

 事務局のほうから何かございますか。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 今回、短い中で戦略協議会・ワーキングの方々にも照会させていただいて、参考資料６でこ

ちらから意図したものが必ずしも完全にご理解いただいていなかったり、我々の説明不足だっ
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たりするところもあって、いろいろなものが今回ご提示いただいたと思っています。 

 現在、（１）から（３）のグループで検討いただいているものに反映できるものは、大きな

国としてシステムをどういうふうにつくっていくかという観点で、それとして活用できるもの

をその中からチョイスしながらやっていただければいいのではないかなと。 

 ただ、まだこれだけだとアイデアとしてどこまでの深さなのかというのはわからないので、

それはまた提案いただいた方ともディスカッションできるような場を設定するなり、そういう

ことをしてはどうかなというふうに事務局としては考えてございます。 

 

【相田座長】 

 それと同じことになりますけれども、もう既にここのレベルまではできているとは思うんだ

けれども、どこのレベルが必要なのかということで問い返しをするというようなのが一つ考え

られるのではないかなというふうに思います。 

 

【新井構成員】 

 逆になんですけれども、例えばナ６みたいに無理というようなのもあると思うんですけれど

も、余り研究者として言いたくないけれども、向こう10年間どんなに投資してもらっても無理

みたいなのもあるわけなんですけれども、そういうのはどういうふうにコメントをすればいい

んでしょうか。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 無理は無理と言うしかないので、私どもとしてはやはり今回、各戦略協議会・ワーキングの

方にご協力いただいて出していただいたので、何らかの形で返しはしなければいけないかなと

思っていまして、どういう文言で返すのかというのはまたご相談かなと思っています。 

 

【相田座長】 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 

【水落構成員】 

 右に書いてある（１）、（２）というのは、この領域に割り振ったということだと理解した

んですけれども、これを見ますと半分近くが領域１でして、偏りがあると思うんですね。それ

はなぜかというふうに考えますと、各戦略協議会というのはそれぞれ我が国の強い産業にかな

り関係性の深いところを戦略的に議論しているわけで、先ほどお話がありましたけれども、ど

うしてもＩＣＴワーキングの視点が国民の一般の人々の生活に密着したような社会としてどう

ありたいみたいな話になって、我が国の強い産業をさらに強くするためにという視点から少し

遠ざかっている感があるのに対して、各戦略協議会から出てきたものというのは産業に根づい

たところがかなりあって、それが結果として（１）が領域としては担当するようになっている

ので１が多くなっているのかなと思います。 

 したがって、領域２、領域３も我が国の強い産業というものに対してどう向き合うのかとい

う視点をもう少し強く取り込んだほうがいいのかなというのを、この割り振りの偏りを見て感

じました。 

 

【相田座長】 

 ご指摘ありがとうございました。この件につきまして久間委員、何かありますか。 
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【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 私もコメントたくさんありますけれども、先ほど、企業で既にやられているテーマもあるし、

別のプロジェクトで、例えばマテリアルズ・インフォマティクスというのはほかのプロジェク

トでも既に大分進んでいるんですよね。それに対していろいろなアドバイスを与えても、逆に

もっともっと上いってますよというのがあると思うんですね。ですから、そういった場合には

どこまでそのプロジェクトで、例えばＳＩＰ等がやっているという情報を与えなくてはいけな

いし、メリハリをもうちょっとやったほうがいいかもわからないですね。 

 

【原山総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 これは既存の戦略協議会からリクエストが来たわけであって、我が国が目指す方向で全てを

既存の戦略協議会でカバーしているわけではないんですね。逆に言えば、ＩＣＴというのはこ

れからの伸びしろをつくり出していくということも議論できるわけであって、必ずしもこれに

入らなかったからといってこれに全部はめる必然性もないと思う。向こうで使う、すり合わせ

作業が重要になる、それが一つ。 

 同時にほかへの広がりというものをここで議論していただいて、その上にどういうことをの

せることができるかというのを議論していくことも重要だと思うので、そのバランスを頭に置

いた上で議論していただければ。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 本当にエネルギーとインフラと地域、環境、それからナノテクだけですよね。健康長寿はど

うなっているかとか、生産の工場の話はどうなっているかとか、モビリティでも広い意味での

鉄道とかそういったものが全然入っていない。ですから、そういった意味でこれにとらわれず、

これもぜひ回答はしていきたいんですけれども、とらわれずより広い範囲でいろいろとご検討

いただければというふうに思います。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。それでは、また時間でございますので、一応この次の件に進めさ

せていただきます。 

 政府の取り組みとして、内閣サイバーセキュリティセンターさんより情報セキュリティ研究

開発戦略（改訂版）の内容とその進め方を10分程度でご紹介いただければと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

【内閣サイバーセキュリティセンター（三角参事官）】 

 内閣サイバーセキュリティセンターの参事官をしています三角と申します。よろしくお願い

します。 

 お手元の資料２－５をご覧ください。 

 この１月９日に内閣サイバーセキュリティセンター、従来、情報セキュリティセンターと呼

んでいたのが改組されました。それから情報セキュリティ政策会議についても、サイバーセキ

ュリティ基本法が昨年11月６日成立し、その法律に基づきまして、サイバーセキュリティ戦略

本部が同日付で設置されました。今後、法律に基づきましてサイバーセキュリティ戦略をつく

り直して、今度は閣議決定するというプロセスが発生してまいります。その中で当然技術の話

とか研究開発とか、産業とか、そういうところも含まれないといけないわけでございまして、

これから考えて行こうという状況にあります。 

 一方、情報セキュリティ研究開発戦略については改定前のオリジナルの版が、もう４年ぐら
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い前につくられていまして、それで幾らなんでもということで現行のサイバーセキュリティ戦

略のもとで改定し直したものが昨年７月に決定されたわけでございます。 

 ２ページ目のスライド２をご覧ください。改定検討時の問題意識が何だったかと一言で申し

上げますと、サイバーセキュリティというのはやはり一番創造的なことをしているのが攻撃側

なんですね。それから研究者が同じようにクリエイティブなことをしないといけないのですけ

れども、やはり攻撃側に新たなニーズがあるため、どうしても新しいことを考え出してしまう。

どうしても非対称な状況になって、攻撃するほうが常に有利な状況になっています。 

 このような状況の中、欧米、それから諸外国の研究者は攻撃研究も同時にかなりのことをし

ています。そもそも攻撃研究をしていたりするところもあります。それに比べて日本の場合、

なかなか攻撃そのものを研究するというと、いろいろと法的に許されない点があります。研究

者と攻撃側の間、実はこの辺がくっついていると本当は一番本質的な研究ができますが、それ

はできないというわけです。 

 それでどうするかということで、次に実際、現場で何が起こっているかということがわかる

のが、被害を受けている人たちでして、守りたい側の人たちです。被害を受けているかどうか、

ほとんどみんな今日、攻撃されている現状なのですけれども、実際何をどう守りたい、何をし

たいということを考えている人たち。そこにはニーズがあるわけで、特に実践、プラクティス

が必要になっているわけです。ただし、ここも実際には、サイバーセキュリティということに

ついて、日本の場合に、なかなか認識が高まりません。何が起こっているか認識している人た

ちが少ないわけです。加えて、サービスとプロダクトを提供している実践側のＩＣＴの供給者、

こちらからも日本の製品というのはなかなか世界に売れているものが出ていないということで、

なかなか厳しいという状況にあります。そこでさてどうしようかと考えるわけです。 

 実際には最終的、実用化されないサイバーセキュリティの研究というのは意味がございませ

んので、やはり現実のニーズがあるところの状況をどうやって把握し、その情報をフィードバ

ックして、ＩＣＴの供給者なり研究者、開発者に持っていくかというところが課題になってい

ます。この点で、情報の循環ということが重要になってきているというふうに認識しておりま

す。 

 それで、３ページ目でございますが、これが昨年７月に情報セキュリティ政策会議で決定さ

れたものです。具体的な重点技術分野というのは時々に変わるものです。そこで、政策をどう

推進するかということを考え、まず攻撃の検知・防御能力の向上が十分できていないというこ

とから、情報をどうやって共有する、また、例えば政府が持っている情報を研究者との間でＮ

ＤＡを結んで供給するということも含めて検討することとしております。 

 それから、最近特に重要になってきているのは、先ほどの各戦略協議会・ワーキングにおけ

るＩＣＴへの期待について、ここでも次世代インフラとか地域といろいろなことがありました

けれども、要するに従来のＩＣＴが使われていなかったところでＩＣＴがたくさん使われてき

ており、そこのセキュリティというのはすごく問題になってきているという認識です。 

 したがいまして、社会システム、制御システムとかインフラとか、ここにおけるセキュリテ

ィをどうするかということが重要になってきます。なかなかここはまだ研究が進んでいないと

ころで、同時にインフラ輸出とか実用化でどんどん世界的に意味あるものにしていかないとい

けないので、国際標準化とか認証制度を含めて考えていかないといけないだろうということで、

そこを見据えてやっていくということ。 

 それから、セキュリティというと、みんなコスト、コストと考えてしまうということなので、

そこを何とかしなければいけないということで、これから伸びる新しい利活用分野において、

セキュリティも併せて推進していきたいということ。そこもビッグデータでいろいろな話が先

ほど出てきているのと同じです。大事なことは、後からセキュリティを入れ込むとすごくコス
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トがかかりますから、セキュリティ・バイ・デザインということで最初の段階からセキュリテ

ィを入れていくことが重要であって、そこの考え方をとにかく入れ込んでいきたいということ。 

 それからあとは、コア技術、日本としてきちっと技術として守らなければいけないところが

あるので、そこは国研等含めて維持していきたいということですね。あと国際連携すべき相手

を、よく見きわめてやっていきましょうということです。 

 あとは、一番下の青いところについては、他分野との融合ということで、例えば法律、安全

保障、経済、経営学、いろいろなところとの融合分野の研究というのが重要ではないだろうか。

そういったところをうまく進めて実用化していく必要があるということが、改定版の概要でご

ざいます。 

 これを踏まえて、スライド４ですけれども、その後、技術戦略専門委員会を昨年12月に開い

たのですけれども、実際のところ、各省庁、私どものほうにセキュリティ関係政策ということ

で登録されているものを見ていきますと、研究開発アイテムというのも幾つかあります。ただ、

似たような分野のものというのはできるだけ最終的な目標を定めて、同じ目標に向けて役割分

担してうまく持っていきたいなというのが根底にございます。 

 そういった意味からすると自主的な研究、基礎研究といったところは独自でそれぞれやって

いても新しいネタを出すために必要なんですけれども、特に揃えてやっていかないといけない

と思うものは、４ページ目のオレンジ色のところです。 

 例えば情報共有のところです。攻撃に関する情報共有などを進めていかなければいけないで

すし、あと国際標準化とかそういったところを見据えてやっていくとか、こういったところは

非常にうまく連携してやっていかないといけないなというふうに思っているわけです。ですか

ら、こういったところを我々としては具体的にハンズオンしていく必要があるだろうというふ

うに認識していたわけです。 

 ただ、これでも実際私どももリソースに限りがありますし、技術戦略専門委員会でも定期的

に集まったとしてもすべてをハンズオンできるわけではありません。したがいまして、特に重

点的に取り組むべきところを明らかにしようと考えました。スライド５をご覧ください。 

 やはり今大事なのはＩｏＴです。Internet of Thingsとか、制御系とかそういったところの

セキュリティです。たとえば、スマートフォンとかスマートメーターとかいろいろなものがこ

れからどんどん普及していきます。スマートフォンは50％普及率を超えていますけれども、ス

マートメーターなどは2020年までに東京電力管内に2,700万台設置するという計画になってい

ますし、同じ頃までに関西のほうは1,300万台設置するというふうに承知しています。こうし

たものが設置された後に、幾ら後で手直ししてもコストがかかってしようがないので、それに

関する基準をどうするんだとかそういうことも含めて考えていかないといけない、例えばそう

いうことです。 

 これらは、もう実用段階の話になっているので研究開発かというと、かなり実践的なところ

のもう基準づくりに近いところになっていますけれども、関係省庁も絞り込んで、経済産業省、

エネルギー庁などでちゃんと一緒に議論するようになりました。 

 それからあとは研究開発のほうも同じく制御系のところがありまして、これはプラントとか

何かがサイバー攻撃を受けると大変であるということから、例えば経済産業省関連プロジェク

ト、多賀城にある施設で研究開発の実証、認証のための仕組みというのを今立ち上げて進めて

います。一方で機器間の通信ということも考えれば総務省のプロジェクトもあるでしょうし、

そういったところをばらばらでやって国際標準化を持っていっても効果がでにくい可能性があ

ります。また、他にも実は世の中に自動車関連ということで幾つか動いているところもあって、

これらについて何が起こっているのかウオッチしていく必要があるだろうと考えています。こ

れらを含めて全体について何とか同じ方向に進めていきたいなということで今、関係者に呼び
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かけているところです。 

 例えば国際標準にするなら国際標準と、最終的なそこの分野の必要な目的のために場をつく

って、そこにみんなで持ち寄っていくということができないだろうかということで場をつくれ

とか、そういう関係機関に話しかけたり、そういうことをやっています。 

 あと、グローバル市場に出ても大事なことは、セキュリティというのはいつも攻撃されると

か、あと脆弱性とかいろいろなことがわかるので、その情報というのは必ずフィードバックし

て品質のアップグレード、それから何が起こっているかという情勢認識、そういったことをき

ちっと情報を把握することが必要です。 

 製品や技術をグローバル市場に出すとともに、品質向上などに資する情報をフィードバック

しまた、製品・サービスを改善していくかなどのフレームワークも含めて考えられないかと考

えます。ですから、世界的に受け入れられるような標準とか認証とか、そういうことをしっか

りつくっていく必要があるのではないかということで、関係しそうなプロジェクトを今、調査

しているところでございます。 

 ６ページ目をご覧ください。そういったことを調査した上で、冒頭申し上げましたけれども、

新しいサイバーセキュリティ戦略の策定を今年の夏頃を目途にしておりますので、そこまでに

その状況、インフラ関連なども含めてインプットしていくということを考えています。 

 それから。もう一点、基本法において、関係施策の経費の見積もり方針の作成というのがサ

イバーセキュリティ戦略本部のミッションとして与えられています。したがいまして、その点

についても関係施策としてどう考えるかということをこれから検討していかないといけないと

考えており、情報収集などを行っているところでございます。 

 以上、昨年ご報告しました後の進展について簡単にご説明させていただきました。以上です。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。セキュリティ技術は、先ほどもございましたように大変重要な技

術の一つというふうに考えられますけれども、本総合科学技術・イノベーション会議における

方向性というのと、ＮＩＳＣの方針というのはやはりきちんと整合をとっていく必要があると

いうことで、ぜひ参考にさせていただきたいと思いますけれども、ただいまご説明いただきま

した内容につきましてご質問等ございましたら、また10分程度時間をとらせていただきたいと

思いますが、いかがでございましょうか。 

 

【新井構成員】 

 すごくべたな質問で恐縮なんですけれども、情報セキュリティで、今ここで例えば次世代の

コア技術として考えられているようなセキュリティといいますと、やはり量子暗号であるとか、

完全準同型とかそういう話になってしまうわけですけれども、ここで情報セキュリティ研究開

発戦略みたいな話では、今既にできてしまっているようなもののセキュリティ、例えばインフ

ラとしてできてしまっているホームページみたいなもの。地方公共団体も含めてつくっている

ものに関しては、結局、攻撃されたり改ざんされたら落としてくださいみたいな話になってし

まっているわけですよね。 

 例えば去年あたりのＩＰＡから出ている勧告みたいなのは、古いＣＭＳさんみんな落として

くださいみたいな話ですけれども、それに関しての予算の手当てというのが多分できないので、

落としたらもう落としっ放しで情報がどんどん減るみたいなことがこれから５年ぐらい起こっ

てしまうんではないか。だから15年間あった古い土管みたいなインフラの整備というかメンテ

ナンスをどう考えるのかみたいなこともこちらでは話し合われているんでしょうか。 
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【内閣サイバーセキュリティセンター（三角参事官）】 

 技術戦略そのものではない話ではございますけれども、当然その取り組みはおっしゃるとお

り必要でありまして、予算折衝でも、厳しいなか、各省が交渉して、大分進んでいると考えま

す。セキュリティ関連政策全体からすると、実は今年度の予算として500億円規模あったので

が、来年度は概算要求ベースで300億台になっております。その理由の一つは、マイナンバー

のシステム改修予算が今年度は100億円超であったり、自衛隊のクローズ系のシステムのセキ

ュリティ関係予算が100億円超あったのですが、そこを除けば、概算要求上は増となります。

政府予算案ベースでは、まだ集計中ですけれども、厳しいと言われているなか一定程度になろ

うかと。これについてどう認識するかはＩＴ予算全体の見積もりとの比較から評価していかな

いといけないなと思っているところです。 

 先ほど申しました経費見積もり方針に関してですが、ご指摘のように悩ましい点があるわけ

で、そういった課題を手当てするためにも、セキュリティ関係の例えばシステム改修予算とか、

新しく更新予算とか必要になっているんですね。ただ、これがＩＴ予算全体の枠組みの中で入

ってしまうとなると、ＩＴ予算の中でセキュリティを伸ばしてもらわなければいけないという

ことになります。ですから、ＩＴ戦略本部と緊密に連携しなければいけないところがあります。

こうした課題についてどう考えるかは、IT室に、これから相談しようかなと思っているところ

でございます。 

 いずれにしろ、セキュリティについては、ここで引くわけにはいかないと思ってはいますの

で、各方面からの応援が欲しいなと思っているところでございます。 

 

【江崎構成員】 

 サイバーセキュリティに関してはすごく重要度が高い問題で、予算がなければできないとい

う話に持っていくとろくなことにならないので、やはり基本的にこれがないと産業競争力がな

くなりますよというのをどういうふうにちゃんとしっかりストーリー立てできるかということ

だと思うんですよね。 

 これはいわばＴＱＣの問題じゃないですか。ＱＡ（注：Quality Assurance、以下同様）の

問題に最終的にはなっていくわけですよね。そうすると、今インフラビジネスが日本が強くな

ってきている最大の原因は、安かろうぼろかろうがばれてきて、高くてもいいものを買いまし

ょうというのが実は出てきているのは、最終的にはＱＡです。なので、これをどうちゃんとメ

ッセージングするかがとても重要な、予算の問題よりも、どういうふうにＰＲしていくかとい

うところがとても重要なことだと思うんです。 

 例えばさっきおっしゃったあるところの方は、あるビルにちょっと行って、経営者の方のマ

インド設定を全部変えてしまったわけです。というようなことをやると、それがビジネスコン

ティニュエーション上とても重要なものなので、そこの予算は自分の中でちゃんと確保しまし

ょうねというようなところをつくっていかなければいけないので、もちろん技術の開発はすご

く重要なんですけれども、そういうコンセンサスをちゃんと産業界の中につくっていくという

のがとても重要なポイントになっていきますよね。 

 それからもう一つは、ちょっと関係しますけれども、グローバルドメインでのサイバーセキ

ュリティの問題というのは物すごく優先度が高くて、そういう中でのグローバルドメインでの

協力できる国と協力できない国というふうにおっしゃいましたけれども、そこをどうするのと

いうのがすごく重要なアジェンダになりますよね。それが標準化のところもあるし、経済のと

ころもあるので、舞台としては政府間のサイバーセキュリティのバイラテラルとマルチラテラ

ルの部分と、ワールド・エコノミー・フォーラムみたいな、エコノミーからのメッセージング

をどう出していくかというところが、これをやるときに一番重要なポイントになっていくだろ
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う。それが多分経営的にジャスティファイでできると皆さん大体それをちゃんとおやりに、も

ちろん抵抗されますけれども、お金になかなか結びつかないので最初見えますけれども、それ

はすごく我々、このグループを応援しなければいけないところに日本の戦略としてクオリティ

を目標に出すとすると、すごく重要なポイントになってくると思います。 

 

【相田座長】 

 ほかにいかがでございましょうか。 

 

【村瀬構成員】 

 一つ、ＩｏＴにこれから力を入れるということで教えていただきたいのが、従来、個人情報

ということで人に関する情報というのはプライバシー含めてある意味ルールもある程度あり、

かなりセンシティブに扱われるのですけれども、物の情報というのはそれに対するガイドライ

ンというのを今後どのように考えられているのか、所有しているのが個人なのか、あるいはサ

ービスをマネジメントする企業側なのか、扱いによっていろいろなケースがあるかと思うんで

すが、何か考え方等がありましたら教えていただきたいんですけれども。 

 

【内閣サイバーセキュリティセンター（三角参事官）】 

 私が知っているところでは、まだガイドラインというのは無いように思います。現状は、

個々の対応になっているではないかと思います。 

 先ほど少し申しましたけれども、次の戦略を考えるに当たってということで議論しているの

は、実はまさに江崎先生ご指摘のように、経済と産業と競争力が大切で、今のサイバーセキュ

リティ戦略よりも、そこを充実させた議論をしたいなと考えます。安全保障と、両方をきちっ

と並べた形で議論したいなと思っているわけです。そうしますと、当然、日本の力というと、

ＩｏＴについてみると、ＩＰｖ６、組み込みソフトとか、クオリティとか、そういうところが

日本の強みとしてあると言っていいのではないかという仮説を持っておりまして、そうすると

やはりセンサー情報等を取得したとき、サービスのクオリティ向上に戻すためにも、ご指摘の

ようなガイドラインをつくっていかないといけないのではないかなと思います。 

 ガイドラインを誰がつくるかというところは議論があるとは思うのですけれども、こういっ

た事項を見据えた展開というのは当然必要であって、もっとこれから議論していきたいなと思

っています。 

 例えば国の研究開発に基づき実用化されたものも含めて、品質向上などに資するフィードバ

ック情報についての取り扱い、きちっとそれがまた次の品質向上等につなげるようなこと、そ

れから何が起こっているかの認識、こういったものがないとしっかりとした対策はできないも

のですから、そういうことに使えるようなルールというのを作っていかねばならないのではな

いかということは検討する必要がありますし、関係省庁ともその辺はこれから働きかけようか

なと考えているところです。 

 

【佐々木構成員】 

 確認させていただきたいんですが、セキュリティ系で言うと企業の産業界における活動は、

特許の書き方、あとは会議体の議論の内容、資料、それは全部クローズドなんですよね。だか

ら、こういう全部議事録も残ってしまうオープンの場でどこまでやればセキュリティを守れる

のかという大きな意味での会議体のオープンなデータの提供の仕方のガイドラインというか、

ないままに政策の議論をしていってこれが全てオープンになるわけですけれども、オープン、

クローズのバランスというのをどう考えておけばいいのかを三角さんなのか、江崎先生なのか、
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ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それによって議論できる内容と、踏み込んだ資料のつくり方があると思うんですけれども。 

 

【相田座長】 

 では、三角さん。 

 

【内閣サイバーセキュリティセンター（三角参事官）】 

 今のところ、我々は、例えば攻撃者に資するような攻撃情報になるものはとにかくクローズ

にしないといけないという原則にしています。したがって、それはどこで問われてもお答えで

きない。では、どこから攻撃情報になるかという議論がありますが、対策に資するような情報

についてはもう少しオープンに出してもいいのではないかという考えはある、一方で、現場で

やっている人からすると、それを出されたらやはり守り切れないとか、手の内がばれてしまう

とかいう話があるので、結果として、ケースバイケースで判断することになります。 

 したがいまして、資料などをつくるときも何を開示するかについては、毎回結構悩ましい判

断を伴う状況で、一つ一つ吟味しながらやっているのが現状でございます。 

 基準があってわかりやすければよいのですけれども、現実にはうまい統一的なものは、今の

ところ私自身は思いつかない状況でございます。 

 

【相田座長】 

 例えばこのワーキンググループの資料については、何か必要と認めた場合は非公開とするこ

とができるとかいうルールにしてあるんでしたっけ。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 はい、しています。 

 

【江崎構成員】 

 多分ドキュメンテーションの管理にしても、システム議論にしてもそうなんですけれども、

守ってあげているから大丈夫ですよということにやるのが一番最悪のパターンで、そのロジッ

クで実はサボる人がたくさん出てきているのがＩＣＴ以外の業界ではあるんですよ。要は、ネ

ットワークにつながらないということを前提に、サボってもいいですよねというふうにしてや

る場合が非常に多い。 

 したがって、デフォルトの部分は守るということを前提につくっておいた上で、逆にどれを

出していくかというふうにつくるのが多分普通の戦略になっていくと思います。したがって、

共有されることを前提に抜かれないというのをボトムラインにしておいて、そこからどれを出

していくかという議論をするのが多分、デフォルトとしてはそういう設計をしないと守ってあ

げているからといって、手を抜いてしまう人がたくさん出てくるというのが過去にもたくさん

実は存在していますよね。 

 だからどういうふうに持っていくかという話になるんですけれども、そのあたりのマインド

セットをどういうふうに三角さんがつくっていくかというのはすごく重要なポイントになって

くるし、それがまだ確立していないということもあるのでケース・バイ・ケースで、これは本

当にクリティカルでなければいけないというのをケース・バイ・ケースで判断していかなけれ

ばいけないということなんですね。 

 

【相田座長】 
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 よろしゅうございますか。それでは、申しわけありません。また時間の関係で本日の議論は

ここまでということにさせていただきたいと思います。 

 今ありました今後いろいろセンシティブな情報の扱いということにつきましては、また随時

検討させていただければと思います。 

 それでは、今後の進め方につきまして事務局のほうから改めて説明をお願いしたいと思いま

す。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 またきょうの会議後に別途ご相談をかけさせていただこうとは思っておりますけれども、今

回の議論は平成28年度の予算要求として連携施策を誘導するため、今後、先ほどどなたかから

もありましたけれども、各府省とまずしっかりやっていくということが必要でございます。た

だし、その前にやはり我々ＩＣＴワーキングとしてある程度提案内容をつくった上で、各府省

ともまた相談しながらつくり上げていくというプロセスが必要なんではないかなということで、

本日の議論を踏まえましておのおのの提案内容というのを、社会実装の仕組みづくりとか、産

業競争力強化に向けたシナリオづくりの観点からいま一歩深めさせていただければなというふ

うに考えております。 

 また、これに際して、各戦略協議会・ワーキングからの提案の中から、先ほどいろいろお話

もありましたけれども、本日の提案に関係が深いものとか、新たな視点として取り入れたいも

のとか活用できるものを抽出いただきたいと思っております。その後、例えばその内容を提案

された戦略協議会・ワーキンググループの構成員の皆様方にメールベースになるとは思います

けれども、検討グループに入っていただいて一体的なシステムづくりというのを導いていただ

けないかなというふうに考えております。 

 資料２－４で（１）から（３）と事務局が勝手に割り振った提案ではございますけれども、

先ほどありましたようにその割り振りにもこだわらず積極的な活用をいただければと思ってお

ります。 

 今申し上げたようなことも含めて、各グループごとにさらにご検討いただきたい点をまた座

長とも相談しながら別途、事務局から依頼させていただきたいなというふうに思っております。 

 また、各府省の方々におかれましても、本日、構成員からの提案を踏まえまして、現時点で

取り組んでいる内容、これから取り組みたいと考えている研究開発など情報がありましたら、

事務局まで前広にお知らせいただければと思っています。 

 次回のワーキングも一定構成員の皆様から改めて提案いただいた後、次々回のワーキングに

おいて各府省における平成28年度に向けた取り組みとの関係を議論させていただければと考え

ております。 

 以上です。 

 

【相田座長】 

 それでは、議題３に移らせていただきますけれども、議題３につきましては、平成26年度、

平成27年度アクションプランレビューということで、前回のワーキンググループでの議論を受

けてアクションプランレビューを行う施策及びその担当構成員を調整させていただきました。 

 本日はまず事務局からその概要を説明いただきまして、その後、早速２つの施策について施

策の概要を説明いただき、レビューをスタートしたいと思っております。 

 昨年同様にレビューではそれぞれのテーマについて２回に分けて議論を進めるということで、

１回目のワーキンググループで担当省庁からアクションプランのプレゼンをいただいて、質疑

応答において理解を深めた後、２回目のワーキンググループで１回目の議論を踏まえて施策を
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より効果的にするための助言を構成員が取りまとめていただいてプレゼンいただき、その上で

構成員と各府省で議論いただくということで進めさせていただきたいと思います。 

 それではまず、事務局から全体的な説明をお願いいたします。 

 

【事務局】 

 事務局でございます。それでは、資料３－１をご説明させていただきます。 

 ＩＣＴ－ＷＧにおけるＨ26・Ｈ27ＡＰレビュー施策についてということで、こちらは先ほど

座長からもありましたが、前回のワーキングでどのアクションプランをレビュー対象にするか、

そのご議論の結果を踏まえまして、構成員の方々及び各省の皆様方と調整をさせていただいた

もので、年末に一度皆様方にお送りさせていただいているものを少し修正させていただいてい

るものでございます。 

 修正点につきましてはどこかと申しますと、担当の構成員のところの部分になります。１か

ら３の領域ごとに１つずつのテーマを選べればよかったのですが、今回、２番のところ、個々

人が社会活動へ参画するための周囲の環境からの支援のところから２つ選ばせていただきまし

た。 

 逆に（１）の知の創造の部分については今回は対象外ということで、構成員の先生方につい

てはここのところは（１）、（２）の先生方をそれぞれ先生方のご専門等を考慮させていただ

きながら、また利益相反の点も気にしつつ、担当として割り振りをさせていただいたところで

ございます。 

 本日は、このうち「言葉や文化の壁」を超えるための多言語音声翻訳技術の研究開発及び社

会実証及び地理空間情報の利活用について担当省庁より説明をいただき、次回のワーキングで

構成員の先生方から助言をいただくための議論を始めさせていただければというふうに考えて

おります。 

 以上でございます。 

 

【相田座長】 

 それでは、「言葉や文化の壁」を超えるための多言語音声翻訳技術の研究開発及び社会実証

につきまして、総務省さんの施策、グローバルコミュニケーション計画の推進から始めたいと

思います。 

 本施策につきましては、平成27年度の新規テーマとなりますので、昨年度のＩＣＴワーキン

ググループからの助言への対応状況についての説明はありませんが、平成27年度アクションプ

ラン特定時の課題として挙げられた、我が国の技術が世界で孤立することのないようさらなる

国際連携・展開を推進という点と、使用可能な騒音レベルの設定と実フィールド研究を推進と

いった点を初めとして、前回ワーキンググループにおける構成員からの指摘であります幅広い

デバイス、サービスコンテンツが全て組み合わさって役に立っていく技術であり、これらを組

み合わせたシナリオをつくるべきという点も踏まえた説明をお願いしてあります。 

 それでは、総務省さんのほうから説明を10分程度でお願いいたします。 

 

【総務省（荻原室長）】 

 総務省の研究推進室長をしております荻原と申します。私のほうから資料３－２に基づいて

説明させていただきます。 

 まず、グローバルコミュニケーション計画の推進の施策の概要でございますけれども、簡単

におさらいの意味でご説明させていただきますと、独立行政法人の情報通信研究機構、ＮＩＣ

Ｔと私どもは呼んでおりますが、開発しました多言語音声翻訳システムにつきまして、日英中
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韓４カ国語の間で比較的短い旅行会話については、実用レベルの翻訳を実現しているというこ

とでございます。 

 この技術を日英中韓４カ国語以外の言語に拡大していくということと、今短い旅行会話とい

うことなんですけれども、その翻訳精度をさらに高めつつ、さらに病院での会話ですとか、あ

るいはショッピングする際の会話ですとか、あるいは災害のときにいろいろ必要になってくる

会話においても実用レベルで翻訳できるように研究開発に取り組んでいきたいというものでご

ざいます。 

 また、後段の段落にございますが、多言語音声翻訳サービスとして将来確実にこれを社会実

装していかなければいけないということで取り組んでおりまして、そのために病院ですとかシ

ョッピングセンター、それから観光地あるいは公共交通機関、そういった拠点で社会実証を実

施しまして、実用性を高めるための研究開発に取り組んでいきたいというものでございます。 

 先ほどのご議論の中でも実際の利用シーンから検討を進めていくというような議論があった

かと思うんですけれども、まさに病院ですとか買い物とか観光、そういった業種に携わる方々

のご意見をいろいろ伺いながら実証実験に取り組んでいくというような方向で今検討を進めて

いるところでございます。 

 それでは本題に入りますけれども、２ページ目をごらんいただきますと、事務局様からご指

示いただきましたのは、まず府省連携の状況がどうなっているかというのをまず最初に説明し

てくれということだったので、２ページには現状をまとめさせていただいております。 

 観光庁さんとの連携ということでございまして、まず観光庁さん主催の研究会で多言語音声

翻訳システムの紹介を実施させていただいたり、あるいは昨年６月に閣僚会議で決定されまし

た観光立国実現に向けたアクション・プログラム2014に多言語通訳・翻訳アプリ技術の研究開

発の強化などを明記していただきました。具体的な表記の内容は網かけのところに書いてある

とおりでございまして、「総務省「グローバルコミュニケーション計画」に基づいて」という

文言を明記していただいているところでございます。 

 それから、観光庁さんが実施されております2020年オリンピック・パラリンピックに向けた

地方のおもてなし向上事業の実施地域の一つにおきまして、観光案内所で多言語音声翻訳シス

テムを試験導入するという実験を実施されようということで今進められているというふうに伺

っております。 

 それから、内閣府さんに音頭をとっていただいております、2020年オリンピック・パラリン

ピック東京大会に向けた科学技術・イノベーションの取組みに関するタスクフォースの中でプ

ロジェクトが９つあるわけですけれども、そのうちの一つで国土交通省さん、経済産業省さん、

東京都さんと連携する形でプロジェクトの検討を進めております。 

 この中で、具体的には下に文章で書いてございますけれども、海外からの来訪者が初めて訪

れる場所とか店舗、そういったところでも言葉のストレスを感じずにいろいろなサービスを利

用して快適に滞在できるような環境を実現することを目的として、さまざまな情報機器で動作

するアプリケーションなどで音声翻訳システムですとか、あるいは歩行者の誘導案内システム

を実用化するということを目指しまして、今検討を進めているところでございます。 

 続きまして、ページをめくっていただきまして３ページになりますけれども、ここからはア

クション・プログラムに特定された際にお示しいただいた課題について、先ほど相田先生から

ご紹介があった項目についてそれぞれ説明を進めていきたいと思います。 

 まず、１点目の項目でございますけれども、国際連携・展開をちゃんと推進していくべきと

いうことでご指摘をいただいておりまして、これにつきましては現在、研究開発におきまして

情報通信研究機構が中心になりまして、世界25カ国、30の研究機関が連携しましたコンソーシ

アムＵ－ＳＴＡＲを平成22年６月に設立しております。このコンソーシアムとの連携の中で、
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本プロジェクトを実施しているというものでございます。 

 さらに、情報通信研究機構では各国から研究者を受け入れておりまして、そういった交流を

通じた国際展開も進めているというところでございます。 

 それから、使用可能な騒音レベルの設定の実フィールド研究を推進すべきというご指摘に対

しましては、「研究開発の促進」ということでタイトルを書かせていただいておりますけれど

も、現在、東京オリンピック・パラリンピックを見据えまして多言語音声翻訳技術の精度を高

めて、社会のさまざまな場面で利用可能とするために必要な活動を行う組織といたしまして、

グローバルコミュニケーション開発推進協議会というのが設立されました。これは平成26年、

昨年12月に設立されたわけでございますけれども、総務省といたしましてもこの協議会と連携

いたしまして、関係省庁の方々、あるいは地方自治体、通信事業者、あるいは各種メーカーの

方々、それから何よりも実際に翻訳システムを将来利用される可能性の高い立場の方々、公共

交通機関ですとか─公共交通機関というのは、具体的には電車とかタクシー、あるいはバス、

そういったことを当面は想定しております。それから病院、ショッピングセンター、こういっ

た実際に業務をやられている方々に参加いただいておりまして、今後、外国人の対応状況です

とか、あるいは求められるアプリケーションなどの意見をいただきまして、そういったものを

もとに研究開発あるいは実証実験を進めていきたいというふうに考えているところでございま

す。 

 それから、外国人支援に加えて日本人が文化・暗黙知を理解することを含めて推進していか

なければいけないということでございまして、それについては多言語音声翻訳システムを活用

することでコミュニケーションを実現する上では、外国人旅行者が持ち合わせる文化とかライ

フスタイル・暗黙知を理解することが不可欠というのは全くそのとおりでございまして、こう

いった実証実験を実施する中で外国の旅行者の方々にシステムを実際に活用してもらうわけで

すので、そういった中で感想などをいただきまして、文化の違いなどによる課題がいろいろ出

てくるかと思います。そういったものを関係機関の方々と連携して課題解決しまして、相互の

文化の理解が進むように実証実験等を進めていきたいというふうに考えています。 

 それから１枚めくっていただきまして、「ＩＣＴ－ＷＧ第６回でのご指摘」ということでい

ただいておりますが、ご指摘の内容はここに書いてあるとおりでございます。 

 これにつきましては、今申し上げましたグローバルコミュニケーション開発推進協議会の活

動を通じて、通信事業者とかさまざまな利用者の方含めて連携することになっておりますので、

多言語音声翻訳システムの利用者側のニーズをちゃんと踏まえたデバイス、サービスが提供さ

れるように持っていけるというふうに考えております。 

 また、こういった活動を通じて多言語音声翻訳技術をサービスプラットフォームとして構築

しまして、翻訳技術を活用していろいろなサービスを提供したいという方が民間企業の方々か

ら出てくるかと思いますので、こういったプラットフォームをオープンな形にしまして、多種

多様なサービスが短期間で効率的に実現できるような環境を今回の施策を通じて構築していき

たいというふうに考えております。 

 ５ページ、６ページは、今ちょっと話に出ましたグローバルコミュニケーション開発推進協

議会の概要ということでお示しさせていただきました。 

 ５ページの右下にございますように、今12月17日設立時点の状況では84の組織の方々、ある

いは個人の方々、個人というのは大学の先生ですね。個人の方々にご参加いただいているとい

うことでございまして、これは随時募集しています。今も少しずつ増えているものと認識して

おります。 

 一応私のほうからの説明は以上でございます。 
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【相田座長】 

 ありがとうございました。それでは、時間枠は４分しかとっていないのですけれども、ただ

いまご説明いただきました施策に関しましてご意見、ご質問等ございましたらお願いしたいと

思います。 

 

【西構成員】 

 全体の枠組みはよく考えられていると思っているのでちょっと技術のところへ戻ってしまう

んですが、先ほど久間さんが言われたんですけれども、ノイズ環境下での音声を着実に拾った

りとか、そういうところで、だからここでは使えるけれども、ここでは使えないという話は出

てくるとは思うんです。他方で民間を含めて、ではノイズに対するロバストな音を拾う技術だ

とか、それは探せばいろいろな企業さんとかベンチャーさんとか、やはり技術はあると思いま

す。ＮＩＣＴを中核に進められるんではあるんだけれども、そういう足らないところの技術は

必ずしも全部またＮＩＣＴがつくれなくてもよいと思うので、広く技術を集めてきてうまく融

合して実現してほしいなと思います。 

 以上です。 

 

【相田座長】 

 何か。 

 

【総務省（荻原室長）】 

 ご指摘ありがとうございます。実は、研究開発のところは大ざっぱに説明をしてしまったん

ですけれども、ＮＩＣＴと総務省、今回確保いただいた予算で実施する部分で分担して取り組

むことにしておりまして、ＮＩＣＴのほうは主に翻訳精度を上げるためのコーパス整備、一番

基盤的なところの研究を進めます。 

 一方で、総務省は来年度の予算を活用して考えておりますのは、今ちょうどお話に出たんで

すけれども、雑音対策をどうするかという研究テーマですとか、あるいは位置情報を活用して

さらに精度を上げるための技術ですとか、具体的に言うと４項目技術課題を挙げまして、それ

を広く実施機関を公募する形で、いわゆる総務省の委託研究のスキームなんですけれども、そ

ういった形で広く技術を公募して実施していくと。その両面で研究開発は進めていきたいとい

うふうに考えています。 

 

【新井構成員】 

 取りまとめをさせていただく予定の新井でございますけれども、そのせいもあって実際に今

どれぐらいの精度なのかなと思って試してみたんですけれども、実は短い会話文であれば実用

レベルに達しているというお話だったんですけれども、例えばセンター入試の問題等、会話の

ありますよね、入れてやってみたところ中学生が読んで問題解決が半分以上できないというく

らいの精度だったんですね。 

 ですから、多分コーパス依存で、例えば特許であるとか、新聞であるとかみたいなものはで

きるけれども、一般のものが難しいんではないかとちょっと予想したんですけれども、ルール

ベースのほうが今だとまだ精度が出るようなところもあるようなんですけれども、精度を何で

はかっているか。例えばブルーだと多分だめだろうとかということがあるんだと思うんですけ

れども、あとコーパスがこのような、例えば病院とか買い物とか観光とかの流れを見たときに、

観光だと多分コーパスがあるから大丈夫であるけれども、ほんの少し外に出ただけでもガタガ

タになるみたいな感じになるんではないかというのをちょっと危惧しているんですけれども、
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そのあたりを機械学習一辺倒でいくのか、論理系のものと混ぜて何か新しい方法論を考えてい

らっしゃるのか、その辺をちょっとお聞かせいただけますか。 

 

【総務省（荻原室長）】 

 現時点では統計ベースの機械翻訳を見据えて研究を進めていくという方向で考えております。 

 おっしゃるとおりコーパス依存になってきまして、恐らくセンター入試の問いを読ませたり

すると翻訳がなかなかできないんじゃないかなというふうに思います。そういう意味で、やは

り今回のプロジェクトの中では幾つかの分野をある程度特定してやっていく必要があるだろう

ということで、外国から来られた方々が安心して滞在できるように、例えば病院ですとか、あ

るいは災害のとき、何かあったときに必要な会話ですとか、そういった形でコーパスの領域を

ある程度特定して研究開発、それから実証実験を進めていきたいというふうに考えております。 

 

【佐々木構成員】 

 やはりデモンストレーションとかＰＯＣ、Prototyping of Conceptで終わるのか、本当にプ

ラティカルなところまで持っていくのかというのは、多分時間軸のフェーズごとにステージゲ

ートをしっかり、ここまでいったら使い物になるという、何かそれを持っていないと多分、ま

たここ三、四十年やってきて一回もプラクティカルになっていないところをもう一回やるのか

ということになると思うので、なんとなくステージゲートでここまで上がったら使えるという

のをはっきりさせたおいたほうがいいのかなと思うんですね。 

 というのは、私、インターナショナル・カンファレンスで取りまとめをやったりなんかして

一番難しいのは、アジアの人たちが集まる英語のインターナショナル・カンファレンスなんで

すね。これというのは、みんな一応英語を話しているんですよ、私も含めて。ところが、やは

りネイティブはわかるけれども、お互い別な国の人たちというのは、英語がわかったつもりで

わかっていない。 

 やはり本当はプラクティカルなところで言うならば、例えばアジアの人たちが集まるインタ

ーナショナル・カンファレンスで使えるみたいな、そこまでいかないとＰＯＣで終わるような

気がするので、多分新井先生はそこを心配されているんではないかと思います。 

 

【総務省（荻原室長）】 

 どういったレベルで実用化レベルと評価するかというのは、確かにそこは統一的に世界標準、

評価方法に標準があるわけではないので、むしろ今後、協議会の最後のページの検討項目の中

にも書かせていただいておりますが、そういった性能評価をどういうふうにして対外的にこう

いうレベルだというのを示していくか、安心して使っていただけるかというのを議論していく

必要があるかなと思っています。それも併せて、協議会の場を活用して実施していきたいと思

います。 

 それから、やはりインターナショナル・カンファレンスとかそういったところで使えるため

の研究というのは、例えば同時通訳の研究なんかもそうなんですけれども、精度を上げていく

という意味では、こういった領域というのは終わりがある世界ではなくて、どんどんやればや

るほど高めていくんですけれども、それとあとコストの問題と比較考慮していかなければいけ

ない話なんですけれども、当面はこの政策といたしましては2020年の東京オリンピック・パラ

リンピックで訪日の方々がちゃんと社会実装されたこのシステムをご活用いただけるように取

り組んでいこうということで当面の目標を据えております。 

 並行して、さらに精度を上げていく研究開発もさまざまな大学、あるいはＮＩＣＴの中で研

究を進めていくんですけれども、それはそれで並行して進めていくとしまして、当面の目標は
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そういったところに置いているということでご理解いただければと思います。 

 

【久間総合科学技術・イノベーション会議議員】 

 数年前の翻訳からいろいろとデモンストレーションを見ていますと、非常に性能が上がって

いますよね。それが例えばさっき統計処理とおっしゃいましたけれども、統計処理プラス・ア

ルゴリズムで非常に大きな新しい技術が開発されてよくなっているのか、あるいは昔ながらの

アルゴリズムだけれども、計算機のパワーと通信のネットワークの通信速度のスピードが上が

ったと。こういったところで性能が上がっているのか、そういったところを少し分析してみな

いとわからんですね。どこまで今のまま同時通訳が、翻訳ができるかどうかというのは。その

辺どういうようにお考えでしょう。 

 

【総務省（荻原室長）】 

 コーパスの拡充といいますか充実に合わせて、翻訳エンジンの高度化というのも同時に進め

ていますけれども、ルールベースの技術というものの組み合わせというのも確かに提案は出て

きておりまして、そういったことで効果が得られるということであればどんどん取り入れてい

くというスタンスでは考えていきたいと思っています。 

 現状としては、統計ベースでやってきているというのを今後伸ばしていく。さらに、そうい

ったルールベースの組み合わせというのは提案が出ているので、それでよくなるという見通し

が立てばそれもどんどん取り入れていくというスタンスでやっていきたいと思います。 

 

【相田座長】 

 申しわけありません。時間の関係で一応ここら辺で区切らせていただきたいと思います。ご

存じの方も多いと思いますけれども、例えばｉＯＳをお使いの方ですと、App Storeで先ほど

ありましたＵ－ＳＴＡＲというのを入れていただければ、もう無料でダウンロードできますの

で、ぜひお試しいただければというふうに思います。 

 ということで、先ほどもございました新井構成員、次回ワーキンググループまでに担当構成

員等の助言を取りまとめてプレゼンの準備をお願いいたします。 

 一応事前に担当は決めておりますけれども、担当に限らずご助言のある方は新井構成員もし

くは事務局にメールベースでご連絡いただければと思います。また、プレゼン内容につきまし

て質問がある場合も、事務局のほうまでご連絡いただければということでございます。 

 では、次の施策でございますけれども、次は地理空間情報の利活用ということに関しまして、

国交省さんの施策であります３次元地理空間情報を活用した安全・安心・快適な社会実現のた

めの技術開発というのにつきましてプレゼンをお願いしたいと思いますけれども、本施策につ

きましても先ほどと同様、平成27年度新規テーマでございますので、昨年度のＩＣＴワーキン

ググループからの助言への対応状況の説明はございませんけれども、平成27年度アクションプ

ラン特定時の課題として取り上げられました内容といたしまして、動的な地理空間情報を３次

元地図上でより広く利活用できるよう技術仕様等を確立という点、その他、前回ワーキンググ

ループにおける構成員からの指摘条項といたしまして、地理情報を生かし、他のアプリケーシ

ョンと連携させて新たなサービスにつなげる点というあたりを踏まえた説明をお願いしてござ

います。 

 それでは、国交省さんのほうからまた10分で説明をお願いいたします。 
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【国土地理院（中島）】 

 国土地理院の中島と申します。よろしくお願いいたします。 

 まず、３次元地理空間情報というキーワードでございますけれども、地理空間情報の活用と

いう面で今、３次元化というのが非常に望まれているということです。今回の説明では、まず

３次元地理空間情報─地理空間情報というのは測位と地図が両輪としてございますけれども、

これを活用するための技術開発をするには社会的背景をどう認識してこういうことの提案に至

ったかという点をまずご説明させていただいて、そして技術開発の必要性、何を技術開発する

のかということをご説明した後に、連携の体制ですとか、あるいは今ご指摘いただきました件

に対してのご説明とさせていただきたいと思います。 

 １枚めくっていただきまして、２ページですけれども、まず技術的な背景ですが、１つは衛

星測位技術が非常に今進展しているということがございます。当初、ＧＰＳだけだった衛星測

位システムが今、ＧＬＯＮＡＳＳとかガリレオとか、あるいは中国の北斗とか、さまざまな全

球衛星測位システムが今世界中で打ち上がっております。我が日本も準天頂衛星「みちびき」

を打ち上げて、2018年には４機体制で24時間態勢を実現しようとしているところです。また、

こういったものを全て統合して活用するマルチＧＮＳＳの技術も今現在開発を進められており

ます。 

 また、地図関係の技術ですけれども、これは周辺技術（ＩＣＴ）と密接に連携しております

けれども、これはここに書いてあるとおり、皆さんご承知のとおり非常に高精度化、高速化が

進んでおり、またデバイスも各個人がスマートフォンの形で持つというように至っておるとこ

ろでございます。 

 そこに2020年オリパラというのがありまして、これを契機として高精度測位を活用して、あ

と地理空間情報・ＩＣＴを活用した新サービスというのが各方面で期待されているところは皆

様ご承知のとおりでございます。 

 一例としましては、そこにありますように外国人にもわかりやすい生活・観光情報、あるい

は歩行者の移動支援、あるいは場所ごとに適切な情報提供等がございます。 

 社会的背景の２つ目、３ページになりますけれども、これは技術的な面というより、我が日

本が持っている技術背景ですけれども、これから人口減少・超高齢化社会が到来いたします。

ですので、高齢者がこれまでと同様に安全・安心・快適に生活するためには高齢者の力が必要

になってまいります。自らが行動する必要がある。そうはいっても、先ほどもお話がありまし

たように皆様、やはり身体的・体力的には弱りますので、それを支援する形で自ら行動するこ

とを支援する。そのために高精度測位と地理空間情報・ＩＣＴの活用ということも期待されて

いるところです。これは高齢者・弱者配慮の歩行者移動支援や、あるいは災害のときに適切に

避難できるような体制を確保することによる安全・安心の確保等がございます。 

 こういった背景によって地理空間情報の３次元化とそれの活用が非常に期待されているんで

すが、実は現状、幾つかの基本となる部分で課題がまだ残ってございます。 

 １つは、測位技術の部分です。先ほどの提案にもありましたが、高層ビル街や屋内環境等で

はＧＮＳＳ、ＧＰＳ等の衛星測位が活用できません。というのも、ここにあるような反射波、

回折波等で精度が著しく低下するということがございます。また、屋内ではもちろん衛星測位

は使えませんので、さまざまな屋内測位技術が出てきているんですけれども、これがいろいろ

な技術が個別に取り組まれているので、統一性がとれておりません。ですので、共通の位置情

報基盤といったものが効率的な整備がされていないという現状がございます。 

 ５ページにまいりますが、地図にも同じような状況がございまして、２次元の地図、これま

での地図においては、基盤地理情報というのがございますけれども、地下や屋内の地図、ある

いは３次元化、階層化された地図については、これも個別最適化に基づいて取り組まれており
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ますので、それを統合化していくような、整合的に適正に表現するような体系的整備が行われ

ていないということで、場所が変わるとどこに自分がいるのかわからなくなる、地図の間でも

どことどこがつながっているのかわかりにくい、また階層構造が変わったら表示がされないな

どといった状況がございます。 

 ここで改めてですけれども、測位環境や地図は国が「みちびき」を打ち上げる、あるいは米

国がＧＰＳを打ち上げる、また国が基本的な地図を作成するというのをこれまでしてきており

ますとおり、官民による各種サービス提供の共通社会基盤という認識で間違いないと思います。

これは３次元になっても同様と考えております。これを協調領域としてそれを基本にした上で

それぞれの官、国や自治体ももちろん使う、民間もそれに基づいてサービスを組み立てていく

というような競争領域もあります。そういったことを組み立てていくためにはやはり共通の部

分、ここについては効率的・統一的に整備するための技術的な方向づけを行う必要がある。こ

れは国の責務であると考えてございます。いわば利活用環境を整備する前に利活用するための

基盤環境の技術が必要だということです。 

 そこで、シームレス測位と３次元地図の整備についての流通開発を行おうとするものでござ

います。 

 時間の関係で簡単にご説明しますが、７ページは測位環境です。基本的には屋内外さまざま

な測位技術を一気通貫に全てのところを安心して、違いを意識することなく安心して扱える技

術を開発しようというものです。それと同時に屋内測位や屋外測位の精度を向上するというこ

とも行う。これによって、高精度な衛星測位を実現して避難誘導、移動支援等を実現するため

の基本とするものでございます。 

 次、８ページですけれども、それを受ける形で動的な地理空間情報である測位を静的な地理

空間情報である地図の上に落とすことによって、初めて相対的に自分がどこにいるということ

がわかるわけですけれども、そちらの地図についても多様な地図を必要なものを統合化して、

かつ３次元化する、この技術開発を行います。 

 これはさまざまな技術があるんですけれども、それを必要な部分を抽出してそれぞれを統合

するというものです。そしてさらにつくるだけではなく、これを効率的に整備・更新していか

なければ地図は回っていきません。また、これはコストダウンの意味合いもありますけれども、

それは対象施設の規模や複雑さに応じた形で既存のさまざまな技術を活用して、場合によって

は測量技術だけではなく、ＳｆＭ等の技術、周辺技術も活用しつつ最適かつ効率的な３次元地

図の整備・更新を行うための技術を開発しようというものです。 

 ９ページです。この実施に対しては、もちろん国土地理院だけでできるものではございませ

ん。ここにおります官房技術調査課のほうのさまざまな技術計画に対する計画、助言、それと

さまざまな先行的な利活用したいというところがいろいろあります。例えば同じ国土交通省で

は歩行者自律移動支援について既に検討を行っているセクションもございますし、また東京オ

リンピック・パラリンピックに向けて新たな位置情報サービスの創生を目指しているような部

局もございます。そういったところと既にいろいろと情報交換を行いまして技術的な課題をい

ただき、それを解決することによって実際のサービスの創生に役立てていくということを考え

ているところでございます。 

 また、もちろん東京大学を初めとする大学の学識経験者の方々からもさまざまな情報をいた

だき、また実際そのフィールドとなります、例えば東京都、あるいはオリンピック・パラリン

ピックの会場、あるいは移動交通手段の場となるところ等の事業者等と連携しながら、またア

プリケーションを生み出すサービスプロバイダとも連携しながら検討を進めていく所存でござ

います。 

 最終成果のイメージですが、まずは技術開発の成果を標準的な仕様としてこれをオープンに
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することによって、官民による測位環境の整備・改善、それと３次元地図の円滑な整備・更

新・活用を促すということがございます。 

 また、このためには標準的な仕様というのがきちんと使えるものでなければいけませんので、

環境府省による成果は反映する、そして検討の段階からユーザーたる関連企業や団体と協議・

調整を行うことによって技術の浸透を図って、その共通基盤をつくっていく、その整備促進を

図ることを行っていく所存です。 

 また、その際、最終的にアプリ開発者であるサービスプロバイダとともに実際に実証実験を

行いつつ新サービスの早期創出も促します。最終的には、国、自治体、あるいは民間その他全

て誰でもこういった高精度測位による位置情報サービスを享受でき、それを用いて災害への備

え、例えば地下空間からの避難計画、あるいは実際に災害が起きたときの適正な避難といった

ものも含めて安全・安心な社会をつくっていく、そのための、実現のための基本となる３次元

地理空間情報、共通基盤を作成するための技術開発を進めていきたいと考えてございます。 

 この中でもう既に触れておるところでございますけれども、改めまして質問に対する回答を

させていただきますが、動的な地理空間情報を３次元地図でより広く利活用できるよう技術仕

様を確立するためには、やはり動的な地理空間情報である測位と静的な地図を同時に並行に技

術開発をしていくことが必要だと考えてございます。国土地理院にもそういった測位的な動的

な部分と静的な部分の両方のセクションがございますが、国土地理院の技術部門を挙げてこの

開発に取り組んでいきますので、そういった点ではより広く利活用できる技術仕様を確立しよ

うとしておるところでございます。 

 また、他のアプリケーションと連携させて新たなサービスにつなげるということにつきまし

ても、既にいろいろなところでアプリケーションの作成を前提にした検討が進められてござい

ます。例えば携帯端末におけるアプリケーション、そういったものの創出を早期に行うために、

まず技術開発の段階からそういった関係者と連携しながら検討していく、また今既に検討が進

んでいる、例えば国土交通省の国土政策局とか、あるいは総務省とか、そういったところとも

既に情報交換を行っておりますので、そういったところのニーズも踏まえながら、ニーズを反

映させて技術開発をしていきたいと考えておるところでございます。 

 私からは以上です。 

 

【相田座長】 

 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきましてご質問、ご意見等ござ

いますか。 

 

【土井構成員】 

 取りまとめをさせていただきます土井と申します。私、前職で「駅探.ｃｏｍ」で屋外を、

ロボットとかそういうので屋内をやらせていただいたので、こういうものの難しさはよく承知

しております。そういう意味で、非常に重要性も認識しております。 

 ちょっと気になります点が２点あります。 

 １つは、これは逆に言えばテロをやろうと思ったら非常に重要な情報でぜひ使いたいと。な

ので、そのあたりの何をオープンにして、何をクローズにするかというあたりの指針というの

はどうなっているんでしょうかというところがわからないのが１点目です。 

 あと２点目は、今、精度と言われているんですが、先ほどご説明のあった総務省の多言語で

のお話のところと連携するということであると、モールとかで、どこのお店なのかとか、そう

いうことまでわからないといけないとすると、かなりの精度が必要になるのかなと。 

 その精度ともう一方で言われている避難誘導、例えば電源が全部なくなった停電状態でも避
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難誘導をしようと思ったときの精度というのは全く違ってくると思うんですね。いわゆる学術

的に高い精度をとればいいというものではなく、きちんと避難できる場所に誘導しなければい

けない、あるいは先ほどの車いすとか何かであれば平常時はエレベーターとかエスカレーター

があるところに案内するわけですけれども、非常時にはどうするかとか、みんな違ってくるわ

けですね。今ここでは全てまとめて精度というお話をされているんですが、そのあたりをどう

いうふうに考えていらっしゃるかという、この２点を教えていただけないでしょうか。 

 

【国土地理院（中島）】 

 ありがとうございます。技術開発とはまた並行して議論していかなければならない部分が多

数ございます。その１つが、ご指摘ありましたオープンとクローズの話でございますが、現在

も予備的に調査をしている中で、やはり事業者、事業者というのは公共空間を提供している例

えば地下街の方とか、あるいは駅とか、そういったところからも信頼できるところでなければ

情報は提供できないという話を多くいただいております。 

 そういう部分でどういったところで共通基盤を管理していくか。その場合、どういった情報

まではオープンにして、どこは提供しないか。提供の時点でしないもの、あるいは集約した時

点で削除するもの、そういったものの分類が必要だと考えておりますが、これはもう実証実験

の際に既に課題になると思いますので、技術開発と並行して関係部局で議論を進めていきたい

と考えておるところでございます。 

 ２つ目の精度の話ですけれども、ご指摘のとおりやみくもに高精度を求めても、例えば技術

的には時間とお金さえかければ準天頂衛星とＧＰＳによって１センチ、数センチの精度が出ま

すけれども、それははっきり言ってお金の面で、コスト面で現実的ではありません。ですので、

そのできる範囲でかつ必要な精度というのは何かということも同時に議論しながら進めていっ

ているところでございます。 

 今考えているのは、平常時では数十センチ単位で、要は人が歩くレベルで自分がどこにいる

か。例えば店というのは間口が数メートルあればその範囲内でこの店というのが認識できるレ

ベルということではないかと考えてございます。 

 また、ご指摘のとおり、異常時にはまた違った精度が必要になってくると思いますし、例え

ばエレベーターも使えないという事態もございますので、そういった点も踏まえながら、そこ

の必要精度についてはこれから議論していくところでございますけれども、ご指摘を踏まえな

がら、いろいろな場面でどのような精度が必要かということはこれから議論を進めていきたい

と考えてございます。 

 

【水落構成員】 

 この３次元地図は屋内の地図ということにかなりフォーカスしたプロジェクトであるという

ふうに理解したんですけれども、一方でＳＩＰの自動運転のプロジェクトは屋外の３次元の地

図を広く使うプラットフォームとして非常に期待されているわけなんですけれども、ＳＩＰの

自動運転プロジェクトにおける３次元地図とこちらとの関係が密接にあるのかないのか。 

 あれば安心ではあるんですけれども、もしないということであっても、恐らく災害時の避難

に非常に有効になると思われるんですけれども、屋内から避難して外に出た瞬間にどこに逃げ

たらいいかわからないシステム、プラットフォームとして全く違うものであるとやはりこれは

使えないわけで、そのあたりはどうなっているかお聞かせいただけますか。 

 

【国土地理院（中島）】 

 確かに屋外の３次元化についてはまだ十分検討しているとは言えない状況でありますが、も
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ともと屋外の地図につきましては基盤情報として我が国土地理院のほうがデータベースを整備

してその基準もあるところですので、それとの接続は当然ながら図るということで進めておる

ところです。 

 また、屋内にフォーカスを当てたということは、地下も含めてですけれども、屋内、衛星の

測位ができない部分で階層的な３次元地図が確保できれば、それを屋外に適用するということ

もその次の段階としてはできるだろうという意識もございまして、屋内、それと屋内外の連結

といったところをまずフォーカスを当ててみようかというところです。 

 自動運転につきましても、現状、確かにまだ十分に意思疎通を図っている状況ではありませ

んが、今後、ご指摘を踏まえてその先を見据えつつ進めていきたいと考えております。ありが

とうございました。 

 

【相田座長】 

 座長不手際で大分時間を超過しておりますので、そろそろここら辺にしたいと思います。よ

ろしゅうございますか。 

 それでは、この件につきましては土井構成員、次回ワーキンググループまでに担当構成員等

の助言を取りまとめてプレゼンの準備をお願いいたします。 

 一応事前に担当は決めておりますけれども、担当に限らずご助言のある方は土井構成員もし

くは事務局にメールベースでご連絡いただければと思います。また、プレゼン内容について質

問がある場合も、事務局までご連絡をお願いいたします。 

 大分時間を超過して申しわけございませんでした。最後に事務局から連絡事項等お願いいた

します。 

 

【事務局（田中参事官）】 

 本日はありがとうございました。 

 また時間の見積もりが甘くて、大変皆さんにご迷惑をかけまして、申しわけございませんで

した。 

 議題３で議論いただいたシステム化検討につきましては、事務局より早々に依頼事項を取り

まとめて構成員の皆様方にお送りさせていただきたいと思います。 

 また、議題４でご議論いただいたアクションプランのレビューにつきましては、ご質問の時

間がきょうは十分にとれず申しわけございません。レビューを検討いただく構成員の皆様にお

かれましては、追加質問等ございましたら、遠慮なく事務局までお問い合わせいただければと

思っております。 

 次回のワーキングは２月17日火曜日、午後を予定しております。改めてご案内させていただ

きます。 

 最後にご参考までですけれども、机上に最後に資料番号がついておりませんが、先ほども最

初のうちに特区の話も出ましたけれども、今、地方創生との関係で内閣府では近未来技術実証

特区におけるプロジェクトの募集というのを先週金曜日からかけ始めたところでございます。

これ自身の事務局は科学技術部局ではございませんけれども、政府内での研究開発だけでなく、

必要に応じた特区の利用というのも進めているということでご参考までに置かせていただきま

した。 

 以上でございます。あと机上の参考資料で紙ファイルのほうはまた次回以降も使いますので、

置いていっていただきたいと思います。以上でございます。 
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【相田座長】 

 それでは、遅刻したこともあって大変時間の進行がずれまして、大変申しわけございません

でした。本日はこれで閉会させていただきます。 

－了－ 
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